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【
要
約
回
毒
禦
ら
＋
毒
紀
に
…
与
・
宋
饗
・
お
け
・
粟
の
発
達
と
い
う
現
象
は
・
中
塁
の
流
れ
の
申
で
も
藤
め
だ
つ
も
の
で
脅
・
い
一

城
難
諜
編
綴
舞
舞
難
猛
航
ナ
縫
叢
踊
響
髪
購
矯
飾
厩
醗
鍵
盤
聡
編
綴
犠
聡

い
晒
　
体
酌
な
内
容
や
、
そ
の
中
園
史
の
全
体
の
中
に
お
け
る
正
し
い
位
置
づ
け
、
あ
る
い
は
比
較
史
的
な
立
場
か
ら
の
論
証
な
ど
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

…
・
已
・
鑑
は
壷
夕
で
藁
・
得
・
い
が
、
森
・
、
当
時
・
貨
難
済
の
実
毯
鑑
す
・
；
の
試
み
・
し
・
、
菓
覆
め
か
癒
行
」

慌
た
折
鵠
沼
ち
両
税
中
の
夏
税
の
一
部
結
納
化
の
問
題
を
中
全
、
し
榎
制
度
的
側
面
か
ら
考
察
を
行
わ
ん
魁
島
蟹
肋
．
ズ
棄
吾
…

　
女
真
族
の
圧
迫
に
よ
っ
て
潅
水
以
爾
、
実
質
的
に
は
揚
子
江
よ
り

南
に
押
し
や
ら
れ
た
の
ち
の
宋
王
朝
は
、
国
土
を
半
分
に
縮
少
さ
れ
、

か
つ
外
は
金
・
元
の
異
民
族
侵
攻
の
筋
一
4
威
、
内
は
そ
れ
に
対
処
す
る

た
め
の
軍
慕
費
の
加
重
、
そ
れ
よ
り
必
然
的
に
惹
起
さ
れ
る
重
税
負

担
に
陣
吟
ず
る
人
民
、
と
い
う
よ
う
に
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
不
安

定
な
弱
少
王
朝
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
さ
ら
に

土
地
問
題
の
方
颪
で
も
、
こ
の
時
代
は
大
土
地
所
有
の
進
行
、
地
主
・

佃
戸
関
係
の
発
達
と
い
う
こ
と
が
八
釜
し
く
叫
ば
れ
、
一
部
で
は
中

国
封
建
制
の
成
立
期
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。
反
面
、
藻
草
王
朝

は
と
も
か
く
も
百
五
十
年
間
と
い
う
長
い
命
脈
を
保
ち
、
江
南
の
富

を
背
景
と
し
た
杭
州
・
蘇
州
・
明
州
・
建
康
な
ど
の
諸
都
市
で
は
、

主
と
し
て
中
国
文
学
で
い
わ
れ
る
“
市
民
文
化
召
が
開
花
す
る
と
い

う
、
一
見
相
反
す
る
現
象
も
明
確
に
指
摘
で
き
る
。
本
稿
は
、
そ
の

よ
う
な
幣
宋
の
諸
性
格
を
統
一
．
的
に
解
釈
し
颪
し
て
み
よ
う
と
す
る

試
み
の
一
つ
の
布
石
石
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

　
筆
者
は
前
稿
“
北
緯
時
代
の
布
吊
と
財
政
問
題
”
『
無
意
四
七
ノ
ニ
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で
、
和
十
三
布
鼠
…
の
制
度
的
素
描
を
行
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、

ま
ず
そ
れ
を
更
に
敷
衛
説
明
し
、
続
い
て
南
島
は
じ
め
に
出
現

し
た
折
吊
銭
を
論
証
し
て
、
以
下
当
時
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の

実
体
に
、
主
と
し
て
制
度
史
の
視
角
か
ら
接
近
せ
ん
と
し
て
み

た
。
そ
れ
は
ま
た
、
特
に
“
霊
代
に
入
っ
て
貨
幣
経
済
が
飛
躍

的
に
発
展
し
た
”
と
い
う
あ
ま
り
に
も
大
ま
か
な
通
説
の
よ
り

具
体
露
な
開
幕
を
行
い
、
ひ
い
て
は
当
時
の
社
会
の
発
達
の
状

態
を
、
必
ず
し
も
土
地
問
題
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
に
考
え
よ
う

と
い
う
意
図
を
も
含
ん
で
い
る
。
な
お
引
用
文
献
中
、
焦
慮
は

下
松
輯
・
上
下
要
輯
稿
、
要
録
は
李
心
伝
・
建
炎
以
来
五
千
要

録
の
略
称
で
あ
る
。

典

表1　南宋主要府蝟上納布舗額一覧

綿（匹）1紬（二期綿（両）1折闇闇（貫）旨二Ll

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
四
竹
銭
と
い
う
名
称
で
銭
納
化
さ
れ
た

絹
畠
の
う
ち
、
両
税
（
主
と
し
て
夏
税
）
に
対
し
て
、
湘
預
買
絹

吊
の
占
め
る
割
合
は
決
し
て
少
く
な
い
。
下
表
は
現
存
す
る
爾
宋
の

地
葺
に
従
っ
て
、
両
漸
・
江
南
の
主
要
州
府
の
正
税
と
和
買
の
壷
飾

の
概
数
を
あ
げ
た
も
の
だ
が
、
場
所
に
よ
っ
て
和
買
絹
吊
の
方
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

正
税
を
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
和
預
買
絹
の
制
度
的
な

定建康志
巻40

330，　22g　i　S”i’

25e，　6el 新安志
　　　巻2

330，　432
嘉泰会稽志
　　巻5

威涼臨安志
　　巻59

648，　385

176，　725 陣響志

嘉定鎮江志
　　巻5

厳州図経
　巻1

226，998　　愛窒城志巻16

305β96i簸志巻24

酬
59，322］ 2，　s3s　1

138，　195

瀦買
23，　906　i i 93，　523

酬 ・・訓 2，　99i　i
2e8，　735

剛
s6，　266　i lg，　126　1

則
g9，　809　i s，　602　1

412，　252

和買
ise，　ooo　1 ｝

剃
95，813　1 4，　4s6　1

54，104

掬買
4e，3gg　1 795　i

酬
20．　292　1 3，，　67g　1

76．　694

和買
21，　3s4　1 1，　gso　1

酬
s，　i44　i

68，　155

和買
9，　938　i

酬 45，　753 14，　293 26，　176

和買
s7，　672　1 22，soo　1

2s，eoo

1 11，　112　i ・綱 28，9王4

9，　292　i
76，551

建療
願

徽

越州
（紹興）

杭　州
（臨安）

明　州
（慶元）

訂笥　　v・1・1

（郷D

厳 州

常

変
遷
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
跡
を
つ
い
で
、
筆
者
も
知
辺
で
考
察
を

試
み
た
が
、
そ
れ
を
補
足
し
、
あ
わ
せ
て
折
吊
銭
の
箭
提
と
す
る
意

味
を
加
え
、
そ
の
性
格
と
意
義
を
今
少
し
調
べ
て
お
き
た
い
。

　
和
買
、
即
ち
政
府
が
民
間
の
生
産
物
を
適
正
価
格
で
買
上
げ
る
政
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爾宋折酪銭をめぐる一一考察（梅原）

策
は
、
宋
初
か
ら
全
国
酌
に
か
つ
可
成
大
規
模
に
行
わ
れ
た
、
そ
の

晶
園
は
、
特
に
和
羅
と
呼
ば
れ
る
米
粟
を
は
じ
め
と
し
て
、
布
吊
・

軍
馬
草
料
・
河
防
用
材
・
軍
器
材
料
・
染
料
な
ど
か
ら
紙
・
筆
に
至

る
ま
で
雑
多
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
回
覧
と
美
甘
和
買
が
、
社
会
経

済
史
の
面
で
は
特
に
重
要
と
い
え
る
。

　
太
祖
・
太
宗
の
草
創
期
か
ら
真
宗
に
か
け
て
の
時
代
は
宋
朝
の
財

政
は
確
か
に
回
報
で
あ
っ
た
。
河
北
・
山
東
・
潅
南
を
中
心
と
し
た

華
北
の
経
済
地
域
に
加
え
て
、
旧
南
唐
・
呉
越
領
の
憲
を
中
央
に
吸

収
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
地
方
に
お
け
る
五
代
時
代
の
苛
税
を

緩
和
し
て
も
な
お
か
つ
豊
富
な
穀
縮
が
沖
京
の
国
庫
に
入
っ
て
来
た
。

貨
幣
鋳
造
・
通
貨
統
一
も
軌
道
に
乗
り
、
直
接
税
た
る
爾
税
一
そ

の
大
部
分
は
現
物
i
と
は
別
に
、
専
売
益
金
・
商
業
税
な
ど
の
間

接
税
の
現
銭
収
入
も
着
実
に
そ
の
額
を
増
し
て
行
っ
た
。
太
宗
末
か

ら
真
宗
は
じ
め
布
吊
の
和
預
買
政
策
が
行
わ
れ
る
客
観
的
条
件
は
揃

っ
で
い
た
の
で
あ
る
。
政
府
が
手
許
に
あ
る
現
銭
を
貸
付
け
て
、
一

般
農
民
を
高
利
貸
支
配
の
抑
圧
か
ら
救
い
、
生
産
を
助
長
す
る
と
い

う
一
石
二
鳥
の
臼
的
で
は
じ
め
ら
れ
た
和
預
買
布
吊
の
政
策
は
、
当

初
に
あ
っ
て
は
確
か
に
一
定
の
進
歩
的
役
割
を
果
し
た
と
評
価
し
て

良
い
。
ま
た
布
陪
に
限
ら
ず
、
和
鐸
政
策
自
身
、
唐
・
五
代
と
発
達

し
て
い
た
、
地
域
測
の
分
業
生
産
体
鮒
に
照
応
し
た
も
の
と
振
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
具
体
例
に
絹
吊
と
米
穀
を
と
っ
て
み
る
と
、
揚

子
江
デ
ル
タ
地
帯
で
は
北
宋
中
期
に
概
に
次
の
よ
う
な
地
域
的
な
生

産
の
分
業
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
代
表
的
な
米
作
地
帯
蘇
州

（
平
江
）
秀
州
（
嘉
興
）
で
は
布
吊
和
買
が
全
く
な
く
、
逆
に
杭
州
（
臨

安
）
越
州
（
紹
興
）
総
州
（
寧
波
）
な
ど
の
織
物
生
産
地
で
は
、
そ
れ
が

非
常
に
多
い
反
面
秋
税
の
米
穀
が
少
い
。
そ
し
て
婆
州
・
常
州
は
布

吊
和
弦
は
杭
州
よ
り
少
い
が
、
梢
対
的
に
米
穀
が
増
え
て
い
る
と
い

　
　
　
　
　
②

う
具
合
で
あ
る
。
更
に
地
方
志
を
調
べ
る
と
、
杭
州
の
新
城
県
で
は

一
挙
紬
絹
が
群
を
抜
い
て
多
い
の
に
、
秋
税
米
穀
は
非
常
に
少
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

塩
嘗
県
は
こ
れ
と
全
く
対
鞍
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
蘇
州
で
は
、
北
完
の
中
期
、
米
穀
の
収
量
が
年
間
七
百
万
石
と
称

さ
れ
、
東
南
六
路
か
ら
開
封
に
至
る
漕
運
糧
の
全
額
以
上
を
一
州
で

　
　
　
　
④

産
出
し
得
た
。
蘇
州
の
七
百
万
石
の
仮
に
十
分
の
一
が
二
が
両
税
で

あ
り
、
ま
た
或
る
程
度
自
家
消
費
ざ
れ
た
と
し
て
も
、
相
嶺
の
残
余

が
、
国
家
あ
て
の
華
墨
や
、
一
般
市
場
に
、
商
品
と
し
て
流
出
し
た

と
想
定
さ
れ
る
。
　
一
方
、
杭
・
越
・
湖
な
ど
の
総
州
で
は
、
布
吊

が
同
様
の
型
で
商
品
化
し
て
い
た
と
見
倣
し
得
る
。
勿
論
農
民
は
自

家
消
費
分
の
衣
料
は
織
り
、
米
愛
を
作
っ
て
は
い
た
ろ
う
が
、
豆
州
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⑤

で
は
夏
税
用
の
網
稿
を
他
地
方
で
買
い
、
杭
州
で
は
秋
早
馬
の
米
穀

を
買
ぞ
納
入
し
て
い
る
例
も
あ
嘱
こ
れ
は
の
山
う
の
需
税
の
蔀

銭
納
化
べ
ど
つ
な
が
る
と
言
え
る
。
と
ま
れ
、
和
事
政
策
は
こ
う
し

た
地
域
別
特
産
物
体
制
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
で
て
来
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　
し
ば
し
ば
繰
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
真
宗
時
代
の
圏
費
濫
費
と
官
僚

機
構
の
膨
脹
、
仁
宗
時
代
の
契
丹
・
西
夏
に
対
す
る
、
防
衛
・
軍
事

費
の
増
大
は
、
宋
朝
の
国
家
財
政
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
。
真
宗

の
初
期
と
仁
宗
終
り
の
時
期
を
比
較
す
る
と
歳
照
は
ほ
ぼ
倍
に
な
つ

　
　
⑦

て
い
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
歳
入
の
増
加
が
当
然
要
求
さ
れ
る
の
だ
が
、

予
想
さ
れ
る
両
税
の
増
徴
は
、
史
料
面
に
聴
す
る
限
り
、
そ
れ
ほ
ど
顕

然
と
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
来
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
に

反
し
て
元
来
恩
恵
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
和
羅
・
和
買
、
特
に
布

吊
里
預
買
の
都
門
で
、
規
定
額
の
銭
を
支
給
せ
ず
、
或
い
は
全
般
的

な
絹
吊
の
値
上
り
に
も
拘
わ
ら
ず
、
支
給
銭
額
を
安
く
据
え
置
い
て
、

実
質
的
に
人
民
の
負
担
を
増
舶
さ
せ
る
こ
と
が
鐵
立
ち
は
じ
め
る
。

和
詩
買
布
融
の
質
的
変
化
の
足
並
み
は
地
方
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、

神
宗
・
哲
宗
の
こ
ろ
ま
で
は
、
結
綴
や
塩
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
努

力
が
曲
り
な
り
に
も
払
わ
憎
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
課
員
の
数
が
元
鮪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
く
ら
べ
て
も
十
倍
と
い
わ
れ
、
薬
京
の
甘
言
に
の
っ
て
放
漫
な
生

活
を
続
け
た
徽
宗
皇
帝
の
時
代
に
な
る
と
、
層
々
玉
絹
も
ほ
ぼ
完
全

に
租
税
化
し
て
し
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
・
宋
会
館
は
、
徽
宗
の
鯉

山
・
大
観
以
後
、
雨
曝
買
絹
の
本
銭
支
給
惇
止
・
徽
〃
測
器
綱
へ
の
禁

令
を
、
そ
れ
以
前
に
も
増
し
て
数
多
く
載
せ
る
が
、
岡
じ
法
令
の
お

う
む
返
し
の
裏
に
、
実
際
は
そ
れ
と
逆
の
事
態
が
起
っ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
南
宋
に
入
る
と
、
布
吊
の
一
睡
買
は
、

”
も
と
は
民
を
便
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
遅
と
か
、
　
“
本
来
は
銭
を

支
給
す
べ
き
も
の
な
の
だ
”
と
か
、
現
状
批
判
的
な
口
調
で
語
ら
れ

は
す
る
が
、
北
宋
末
の
よ
う
な
禁
令
は
姿
を
消
し
、
そ
の
正
税
化
が

　
　
　
　
　
　
⑨

黙
認
さ
れ
る
に
至
る
。
和
預
買
網
は
北
宋
時
代
、
両
税
絹
と
同
数
に

近
い
三
百
万
疋
が
貿
付
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
無
償
で
徴
収
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
結
果
的
に
夏
税
が
倍
に
な
っ
た
と
岡
じ
で

あ
る
。
正
税
に
加
え
る
和
買
の
ほ
か
、
新
し
く
附
加
さ
れ
た
多
く
の

税
昌
、
戦
乱
と
軍
事
体
制
の
重
罷
に
百
五
十
年
間
耐
え
た
南
宋
の
経

済
力
は
、
私
は
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
、
強
靱
で
豊
か
で
あ
っ

た
と
思
う
が
そ
の
こ
ま
か
な
実
証
に
は
な
お
時
聞
を
必
要
と
す
る
。

　
さ
て
、
正
税
化
し
た
和
預
買
絹
吊
は
、
従
来
負
担
の
な
か
っ
た
地

方
、
人
戸
へ
も
強
制
酌
に
割
嚢
て
て
、
そ
の
平
均
化
が
計
ら
れ
て
い
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る
。
市
価
よ
り
高
く
、
し
か
も
端
境
期
に
現
銭
を
入
手
で
き
る
預
買

絹
は
、
筋
書
通
り
実
行
さ
れ
れ
ば
、
人
民
に
大
き
な
恩
恵
を
与
え
る

筈
で
あ
っ
た
。
南
宋
時
代
、
鱗
粉
地
方
十
四
州
の
和
買
戻
年
額
五
十

二
万
余
意
の
二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
十
四
万
匹
は
越
州
（
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

興
府
）
一
州
で
負
担
し
、
そ
の
弊
害
対
策
が
た
び
た
び
論
議
さ
れ
て
＼

い
る
が
、
近
近
に
よ
れ
ば
そ
の
原
因
は
〃
預
和
買
絹
施
行
の
は
じ
め

に
は
、
民
間
は
実
に
そ
れ
を
利
便
と
し
、
歌
に
謡
っ
て
姦
ん
だ
ほ
ど

で
、
両
漸
転
官
使
が
何
が
し
か
の
縁
故
を
持
っ
て
い
た
越
州
で
は
、

運
動
の
結
果
、
多
額
の
預
合
買
本
職
給
付
に
あ
ず
か
り
、
こ
れ
が
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ち
に
人
民
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
”
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
・

た
事
宜
四
明
志
は
“
北
宋
の
天
聖
工
年
（
一
〇
二
四
）
両
新
で
預
買
血

が
開
始
さ
れ
た
時
、
温
州
を
除
く
他
の
州
嬢
に
謡
本
を
割
当
た
が
、

越
州
諸
県
で
は
競
っ
て
多
額
を
申
請
し
た
。
た
だ
謡
曲
の
知
県
の
み

が
、
将
来
の
弊
害
を
見
透
し
て
そ
れ
を
行
わ
ず
、
却
っ
て
民
の
怨
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

買
っ
た
召
と
述
べ
て
い
る
。
和
預
買
絹
は
、
上
述
の
経
過
で
無
償
強

制
徴
集
、
両
税
と
同
質
化
さ
れ
て
来
る
が
、
そ
の
際
賦
課
基
準
が
、

地
方
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
な
の
は
、
そ
の
本
来
の
性
格
か
ら
考
え
て

む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
。
曾
我
部
氏
は
こ
と
こ
ま
か
に
賦
課
の
具
体

例
を
考
証
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
億
、
も
と
も
と
は
希
望

者
だ
け
を
対
象
と
す
べ
き
を
、
定
額
割
付
け
と
し
た
た
め
、
地
方
地

方
で
お
こ
る
歪
み
を
出
来
る
だ
け
少
く
す
る
措
澱
に
他
な
ら
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
江
南
路
で
は
税
銭
だ
て
、
両
漸
路
で
は
主

力
（
財
産
高
）
だ
て
…
こ
れ
に
は
島
地
の
み
を
評
価
し
た
場
合
と
、

田
地
・
動
産
の
す
べ
て
を
含
め
従
場
合
が
あ
る
一
…
が
普
通
で
あ
っ

た
が
、
必
ず
し
も
賦
課
は
円
滑
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
た
だ
、
和
事

買
絹
紬
は
、
少
く
と
も
南
宋
初
期
に
は
、
決
し
て
下
等
戸
を
対
象
と

し
て
い
な
か
っ
た
点
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
官
戸
・
民
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
問
わ
ず
均
し
く
科
敷
さ
れ
1
軽
重
は
じ
め
の
有
力
な
武
将
張
俊

が
自
己
の
産
業
に
課
せ
ら
れ
た
和
気
絹
免
除
を
申
請
し
た
時
も
猛
反

　
　
　
　
　
　
⑮

対
に
あ
っ
て
い
る
ー
ー
三
等
に
応
じ
て
言
え
ば
、
多
く
の
場
合
は
上

四
等
戸
に
限
ら
れ
、
五
等
戸
は
免
除
さ
れ
る
の
が
建
前
と
な
っ
て
い

た
。
但
し
同
じ
四
等
戸
と
て
、
そ
の
財
産
高
（
撃
力
数
）
は
地
方
に
よ

っ
て
異
り
、
正
安
府
内
で
も
、
新
城
県
は
十
貫
、
窟
陽
十
三
貫
、
臨

　
　
　
　
　
　
　
⑰

安
二
十
貫
と
言
わ
れ
、
紹
興
府
で
は
三
十
八
貫
と
か
な
り
隔
差
が
あ

っ
た
。
賦
課
の
対
象
と
な
っ
た
上
等
戸
は
、
慮
己
の
財
産
を
賦
課
基

準
線
以
下
に
こ
ま
か
く
分
散
さ
せ
て
1
名
爵
上
の
下
等
戸
を
多
数

作
る
翻
講
名
子
戸
一
1
脱
税
を
計
る
。
越
州
会
稽
県
で
は
、
最
初
、

全
県
の
賦
課
対
象
の
総
財
産
高
百
二
十
六
万
貫
の
う
ち
、
四
等
無
事
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上
が
百
十
万
貫
を
占
め
た
の
に
、
南
宋
中
期
に
は
、
三
十
八
万
貫
と

な
り
、
逆
に
五
等
戸
が
七
十
工
万
貫
と
主
客
転
倒
し
て
い
る
。
州
県

の
割
墨
壷
が
不
変
で
あ
る
以
上
、
和
買
の
負
担
は
、
最
低
賦
課
基
準

の
引
き
下
げ
や
、
均
敷
法
に
よ
っ
て
結
局
は
下
層
農
民
も
に
及
ぶ
こ

　
　
　
⑲

と
に
な
る
。
和
買
は
流
弊
の
極
で
あ
る
と
は
、
南
宋
時
代
し
ば
し
ば

喧
伝
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
は
中
小
以
上
の
地
主
ま
た
は
そ
の

代
弁
者
の
発
言
と
い
う
色
彩
が
濃
く
、
こ
の
点
、
同
じ
こ
ろ
両
漸
地

方
で
身
丁
銭
の
弊
害
が
し
き
り
に
訴
え
ら
れ
て
、
下
戸
が
非
常
に
苦

し
み
、
子
供
が
生
れ
て
も
身
丁
年
の
た
め
に
殺
し
て
し
ま
う
と
さ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

書
わ
れ
て
い
る
の
と
、
上
下
の
対
比
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
正
税
化
し
た
和
買
絹
吊
は
、
次
に
の
べ
る
よ
う
に
、

南
宋
は
じ
め
、
更
に
そ
の
一
部
が
銭
納
化
さ
せ
ら
れ
る
に
至
る
。

二

　
折
吊
銭
の
制
度
面
の
概
略
は
、
既
に
曾
我
部
静
雄
氏
の
“
爾
宋
の

和
買
絹
及
び
折
常
銭
の
研
究
召
（
『
宋
代
将
政
史
』
所
収
）
が
考
証
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
主
だ
っ
た
史
料
も
こ
れ
に
載
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

詳
細
は
そ
れ
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
以
下
の
行
論
に
必
要
な
あ
ら
ま

し
を
述
べ
、
あ
わ
せ
て
曾
我
部
氏
の
若
干
の
敏
を
補
っ
て
お
き
た
い
。

　
民
意
か
ら
現
物
税
と
し
て
微
幽
す
る
絹
（
き
ぬ
）
・
紬
（
つ
む
ぎ
）
・
線

（
ま
わ
た
）
な
ど
の
き
ぬ
（
鳥
）
製
晶
を
時
価
に
換
算
し
て
銭
納
（
折
銭
）

さ
せ
る
折
鳥
銭
の
制
度
が
、
公
式
か
つ
広
汎
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
産
室
南
渡
後
、
僅
か
に
三
年
を
へ
た
二
恩
三
年
（
一

ご
　
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
建
炎
三
年
三
月
十
圏
日
、
両
漸
噴
騰
認
使
の
王
稼
ら
が
「
昨
ご
ろ
、
両

　
覇
路
各
州
が
上
侠
す
べ
き
本
年
度
の
和
買
と
夏
税
の
紬
・
絹
、
計
百
十
七

　
万
七
千
余
匹
を
、
毎
疋
二
貫
文
足
（
計
三
百
五
万
九
千
余
貫
文
省
）
に
折
類
す

　
る
こ
と
を
乞
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
愚
答
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

　
換
箪
レ
…
ト
は
、
ま
こ
と
に
適
正
で
増
減
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
和
買
・
夏
税
物
齢
徴
収
の
期
日
も
迫
っ
て
お
り
、
あ
ら
か
じ
め
州
県
に
申

　
し
わ
た
し
て
お
け
ば
、
見
銭
を
期
限
通
り
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
よ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
と
上
言
し
た
の
で
、
詔
し
て
、
し
か
く
期
限
通
り
上
供
さ
せ
た
。

と
い
う
の
が
、
そ
の
基
本
的
な
史
料
で
あ
り
、
こ
の
事
実
は
、
宋
史

食
貨
志
布
吊
、
建
炎
以
来
欝
欝
要
録
巻
一
＝
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記

甲
巻
一
四
、
中
興
両
朝
聖
政
巻
四
な
ど
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
異

同
を
持
ち
つ
つ
記
録
さ
れ
て
い
る
。
曾
我
部
属
が
引
用
さ
れ
た
朝
野

雑
記
で
は
、
　
“
本
路
臨
書
合
発
上
掛
和
買
直
税
紬
絹
”
が
η
本
路
上

供
和
耳
芝
絹
π
と
省
略
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
上
供
す
べ
き
和
語
の
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紬
絹
と
解
釈
さ
れ
た
氏
は
、
「
建
炎
三
年
忌
ま
ず
和
買
絹
を
（
全
韻
）

銭
に
換
え
て
納
入
し
」
「
紹
興
は
じ
め
に
至
っ
て
上
供
（
正
税
）
紬
絹

も
半
分
を
折
銭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
論
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
宋
看
護
・
宋
史
に
拠
る
限
り
、
こ
れ
は
適
当
で
は
な
い
。
両
翫

路
で
は
、
白
墨
三
年
以
降
、
夏
税
・
和
買
と
も
に
、
上
蓋
拝
絹
が
銭

納
化
さ
れ
は
じ
め
た
と
言
っ
て
良
い
。
と
こ
ろ
で
、
で
は
需
供
紬
絹

の
す
べ
て
が
銭
納
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ

も
、
簡
単
に
は
決
め
か
ね
る
。
建
炎
三
年
の
翌
々
年
、
紹
興
元
年
正

月
二
十
碍
に
、
戸
部
侍
郎
の
孟
庚
は
次
の
よ
う
な
上
言
を
行
い
、
そ

れ
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。

　
　
紹
池
元
年
度
の
爾
逝
路
上
供
の
夏
税
・
和
鳴
紬
絹
で
、
減
免
・
進
奉
の

　
分
を
控
除
し
た
、
現
物
百
六
万
闘
尺
余
匹
は
、
…
半
は
例
に
よ
っ
て
、
毎

　
疋
二
貫
下
足
で
銭
冠
せ
し
め
る
よ
う
に
（
下
略
）
。

　
こ
こ
で
い
う
一
百
六
万
疋
は
、
建
炎
三
年
の
　
百
十
七
万
疋
と
近

似
し
た
数
値
で
あ
り
、
し
か
も
“
井
一
半
、
依
壷
折
納
価
銭
κ
と
あ

る
か
ら
に
は
、
前
年
の
忠
恕
四
年
か
、
前
々
年
の
建
炎
三
年
の
例
を

踏
襲
し
よ
う
と
い
う
意
味
に
相
違
な
く
、
さ
す
れ
ば
、
建
炎
三
年
の

施
行
妾
初
に
は
、
両
漸
路
の
上
納
確
報
の
大
約
半
数
が
銭
納
化
さ
せ

ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
を
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
両
聖
書
か
ら
は
じ
ま
っ
た
上
纏
絹
網
の
折
銭
は
、
間
も
な
く
そ
れ

以
外
の
地
方
に
も
お
し
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
紹
興
元
年
四
月

の
詔
に
よ
り
、

　
　
両
漸
路
以
外
の
路
で
、
中
央
へ
上
納
す
る
薄
綿
紬
絹
は
、
な
べ
て
半
ば

　
は
見
銭
に
折
し
、
紬
と
絹
は
毎
建
二
貫
文
省
、
縣
と
綿
は
毎
両
二
百
文
省

　
に
し
た
い
。

と
の
戸
部
の
上
言
が
認
可
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
を
示
し
て
く
れ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
魔
・
両
様
・
両
建
・
福
建
・
両
准
・
江
南

と
、
爾
宋
の
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
折
畠
銭
が
施
行
さ
れ
た
と

も
と
れ
ぬ
こ
と
は
な
く
、
事
実
李
心
伝
は
、
要
録
巻
五
四
、
紹
興
二

年
五
月
甲
申
の
条
で
、
　
”
江
湖
需
要
荊
盛
業
吊
銭
、
蓋
自
署
始
”
と

言
明
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
若
し
、
夏
税
・
和
買
の
網
点
の
半
数

が
銭
納
化
さ
れ
る
事
態
が
、
南
宋
全
域
で
恒
常
…
的
に
行
わ
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
当
時
の
社
会
・
経
済
発
展
の
評
価
に
も
影
響
を

及
ぼ
し
得
る
重
要
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
少
く
と
も
文
献
に
現

わ
れ
る
と
こ
ろ
、
南
宋
時
代
、
全
国
的
に
悪
露
銭
が
実
施
さ
れ
て
い

た
痕
跡
は
極
め
て
薄
い
。
布
鳥
の
産
地
と
し
て
著
聞
し
、
ま
た
経
済

的
に
も
先
進
地
域
で
あ
っ
た
成
都
盆
地
を
中
心
と
し
た
四
川
の
一
部

　
　
　
　
⑳

は
励
と
し
て
、
折
患
銭
が
虚
血
百
五
十
年
間
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
徴
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収
さ
れ
て
い
た
地
方
は
、
両
漸
東
西
路
・
江
南
東
西
路
の
四
路
i

現
在
の
断
江
・
江
島
に
江
蘇
・
安
徽
の
揚
子
江
以
南
の
地
域
1
…
、

と
り
も
直
さ
ず
盗
時
の
主
要
経
済
地
帯
、
従
っ
て
同
時
に
最
先
進
地

域
に
限
ら
れ
て
い
る
。
成
程
、
広
南
西
路
に
は
、
折
布
銭
と
い
う
名

称
で
、
こ
の
地
方
で
納
入
さ
れ
る
愛
心
の
布
（
植
物
性
織
物
）
を
銭
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
番

さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
し
ず
荊
湖
南
路
の
鼎
州
で
折
置
銭
が
あ
っ
た

こ
と
を
語
る
記
録
も
あ
る
。
し
か
し
、
宋
会
要
や
文
集
・
地
方
志
な

ど
に
よ
っ
て
、
霜
融
銭
、
両
税
の
銭
納
化
に
関
す
る
史
料
を
蒐
集
し

て
み
て
も
、
そ
の
無
事
以
上
が
両
漸
∵
江
南
四
路
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
は
、
間
接
的
に
、
他
の
地
方
に
乗
越
銭
が
な
か
っ
た
か
、
あ
っ

て
も
そ
れ
は
例
外
的
な
場
禽
に
属
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
か
わ
り
、
両
逝
・
江
南
の
各
州
軍
で
は
、
地
方
に
よ

り
多
寡
の
偏
差
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
殆
ん
ど
全
域
に
…
旦
っ
て
網
鵬
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
部
善
導
化
が
行
わ
れ
て
い
た
と
断
定
で
き
る
。

　
こ
う
し
て
爾
宋
の
極
く
初
め
か
ら
実
施
さ
れ
た
馬
柵
銭
は
、
内
容

的
に
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
変
遷
が
あ
っ
た
。
尤
も

南
宋
誓
約
五
十
年
間
の
事
実
は
若
干
の
地
志
を
除
い
て
、
史
料
上
の

制
約
の
た
め
十
分
明
ち
か
に
し
得
ぬ
恨
が
あ
る
が
、
南
宋
滅
亡
ま
で

そ
れ
は
続
い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。
南
宋
に
か

わ
っ
た
元
代
に
は
、
江
南
地
方
の
税
制
は
極
度
に
簡
略
化
さ
れ
、
夏

鳥
銭
と
い
う
名
称
の
税
穆
も
消
減
す
る
が
、
そ
れ
が
名
実
と
も
に
廃

さ
れ
た
と
簡
単
に
言
う
こ
と
は
さ
し
控
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
次
に
折
綿
銭
の
内
容
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
点
を
概
観
し
て
お
き
た

い
。
ま
ず
銭
納
と
現
物
の
比
率
で
あ
る
が
、
夏
税
・
和
買
と
も
南
宋
一

代
、
そ
の
半
分
が
銭
膠
化
さ
れ
た
、
即
ち
折
力
率
が
五
割
と
い
う
わ
け

で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
建
炎
・
紹
興
は
じ
め
の
記
述
に
は
、
　
“
半

ば
は
現
銭
に
折
毒
せ
し
む
訂
と
い
う
も
の
が
多
く
、
紹
興
四
年
の
繋

年
要
録
で
は
、
紬
は
全
部
、
酪
は
半
分
が
銭
買
と
さ
え
言
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
施
行
当
初
の
権
宜
の
処
置
と
考
え
ら
れ
る
。

　
南
宋
初
期
、
全
軍
の
圧
迫
、
侵
入
に
対
抗
す
る
た
め
、
長
江
沿
岸

の
主
要
追
縄
に
軍
兵
を
絹
当
量
配
備
し
、
そ
れ
ら
を
賄
う
必
要
上
、

軍
事
費
、
特
に
見
質
を
多
量
に
必
要
と
し
、
ま
た
新
し
く
国
都
と
な

っ
た
杭
州
で
も
王
室
・
官
僚
・
脊
吏
な
ど
、
馬
銭
に
依
存
す
る
多
数

の
人
口
…
i
杭
州
で
は
月
間
百
二
十
万
貫
の
見
銭
支
出
が
概
算
さ
れ

て
い
る
が
一
を
か
か
え
、
相
当
の
無
理
を
し
て
も
見
銭
を
集
め
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
折
寓
銭
の
直
接
の
原
因
で
は
あ
っ
た
が
、

当
初
は
、
一
時
的
に
算
段
を
し
て
現
銭
を
集
め
て
も
、
そ
れ
が
永
続

性
を
持
つ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
絹
吊
の
折
馬
廻
は
、
紹
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興
銀
年
に
は
、
両
漸
地
方
で
七
割
が
現
物
・
三
割
が
落
零
、
五
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
、
紬
・
統
・
羅
は
全
部
銭
納
、
綿
・
絹
は
五
割
銭
納
と
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
度
、
ま
た
地
域
に
よ
り
浮
動
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
大
体
紹
興
十

年
ご
ろ
ま
で
に
、
次
の
よ
う
な
最
大
公
約
数
的
比
率
、
換
言
す
れ
ば
、

そ
の
程
痩
な
ら
、
当
時
の
社
会
の
実
情
と
か
け
離
れ
て
い
な
か
っ
た

表U　折常習・折銭本色比の一例

1折雛・両）臨購（畔；欄格（銭）睡（匹・両）

1，　173

1e，　66e

6，　690

7，　OOO18，　e95

．
瓢

紬

4401，　35e

1，　993

3，　068

綱

綿

夏
　
　
税

6，500

4，896
57，3018，S15

和

買

紬

ぐ即
詰冠

3，　679

20，292

76，　694

1，　980

21，354

7，000

7，0eo

　　4eo

6，seo

6，　seo

66，　646

2e，846

22，　910

22，0ee

51，　480

59，488

176，　726

計

醜
州
塩
官
察

2，　978

3，273

ss，　oee

7，　920

9，　152

目

黒
　
綿

夏
　
　
税

禾司紬1 o

絹　
計

買

明
　
　
　
　
　
州

と
こ
ろ
に
、
落
着
く
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
現
物
対
銭
納
の
比
が
、

二
七
：
二
、
絹
二
：
八
、
綿
五
：
五
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ

は
の
ち
、
隆
興
・
怒
号
・
嘉
定
の
各
時
代
に
、
拠
る
べ
き
基
準
と
し

て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
表
1
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

遠
逝
・
江
南
で
は
、
折
艶
笑
の
高
い
紬
の
絶
対
量
は
絹
に
く
ら
べ
て

遙
に
低
い
か
ら
、
絹
酪
全
体
の
銭
嘱
目
は
五
割
を
ず
っ
と
下
廻
っ
て

い
た
。
倶
し
こ
れ
と
て
、
あ
く
ま
で
も
基
準
で
あ
り
、
実
際
に
は
地

方
的
条
件
に
よ
っ
て
、
折
回
率
に
は
少
か
ら
ぬ
ひ
ら
き
が
あ
り
得
た
。

参
考
ま
で
に
、
宝
慶
四
明
志
に
よ
っ
て
川
州
の
、
成
淳
臨
安
志
に
よ

っ
て
杭
州
宵
宮
県
の
、
治
略
・
和
鹸
貝
紬
絹
、
夏
税
綿
の
現
物
幽
光
納

の
実
際
を
あ
げ
て
お
こ
う
（
表
匿
）
。
数
字
の
蒔
代
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
南
宋
末
で
あ
る
。

次
に
、
銭
納
の
際
の
価
格
に
触
れ
て
お
く
。
北
宋
時
代
の
紬
絹
の
値

段
は
、
一
匹
一
貫
（
千
銭
（
文
）
二
月
）
が
標
準
で
あ
っ
た
が
、
建
炎

一二

N
ご
ろ
の
適
正
価
格
は
先
に
ひ
い
た
王
踪
の
上
言
で
は
二
貫
と
、

倍
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
恐
ら
く
戦
乱
を
第
一
の
原
因
と
し
て
、

紹
興
元
年
に
は
三
貫
に
な
り
、
以
後
急
激
に
騰
貴
す
る
。
折
吊
出
開

始
後
六
年
た
っ
た
紹
興
四
年
、
戸
部
侍
郎
梁
汝
嘉
の
上
書
で
、
両
漸

で
は
折
価
は
、
折
銭
さ
れ
る
紬
の
二
割
が
四
貫
・
八
割
が
六
貫
、
絹
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ぱ
四
割
が
四
掛
貝
・
山
ハ

割
が
六
貫
と
定
め
ら

れ
た
が
、
こ
れ
も
数

年
の
こ
と
で
、
紹
興

十
年
前
後
か
ら
十
数

年
間
は
、
最
高
一
匹

十
貫
、
普
通
で
七
・
八

貫
と
い
う
高
値
を
呼

ん
で
い
る
。
隆
興
・

乾
道
よ
り
三
一
嘉
定

年
間
に
至
る
約
五
十

表置　南宋絹用価格表（42尺・一疋・単位価格銭）

年　月　1絹紬価i備　考1臨 歩臨 典

会・ヲ『｛」　3，　6

会・食38，13

文献通志20
会・食70，3王

会・食70，34・

会・」9j　3，6

要録　　マ7
会・食　64，30

会・食38，18

文献通考　20

要録　　104

　　ク
文献通考20
要録　　127

要録　　141

要録　　145

会・食68，4
会・食　70，42

会・食　70，42

要録　　171

　　！1

要録　　174

　　11
会・食66，6
会。食　70，51

　　！1

会・食　70，53

　　ク
会・食　38，22

　　ク
会・食　70，59

会。食　66，10

会・食　70，69

　　ク
会・食70，70

会・食　70，84

会・食70，88

会・食　68，24

職佑

訴隠秘

折雛伽

洪骨卜折価

賊佑

畏開買綱緬

澗漸

平均折窮姫

追口享多i｝ブ〒fflfi

量：五南垂斥f面

折買価

折【唱価

賜吊折価

折階最高価

夏税折価

和買折価

市価

折価

四川南価

四川折価

隣保折価

講暢軽爆

折吊摘

夏税折価
禾［1買華墨f雌i

市価

和睦折価

折価

丁壌絹折価

臨安市価

臨安折緬

四ll断価

和買折価

建康市f薗

義子

　　　2，　eoo

　　　2，000足

　　　3，000省

　　　3，000省

　　　4，500雀

　　　3，000足

　　　s，oee

　　　3，500省

　　　5，200雀

　　　7，000省

　　　7，　OOO

　　　6，500

　　　8，000雀

s一一le，ooe

　　　s，ooe

　　　4，00e

　　　lo，　eoo

　　　7，　eoo

　　　6，　500

　　　4，　eoo

　　　6，　eoo

　　　5，000

　　　10，eoo

　　　7，　4eo

　　　2，　500

　　　6，　500

　　　7，　oee

　　　6，500

　　　3，000

　　　7，00e

　　　　6，　oeo

　　　9，000省

4一一s，oee

　　　7，seo

　　　7，　seo

　　　　6，　500

　　　　2，200足

　　　4，　eoo

膵炎L6
　　3．　3

　　4
紹興1．8
　　2．　7

　　3．　9

　　4．　6

　　4．　8

　　4．　le

　　5．

　　6．　8

　
　
3
7
4
2
9
9
謁

ク
乞
　
　
獄
鉱
拡
毘
凱
玖
2
6

隆興

藤浪

　！！

26．

　ク

31．

32．

　1！

l
a

　！l

L
　！1

3．

6
．

8

1

7

1

5

8

3

言享妻撰　　4，11

　　　　／一

　　　5．　3

紹熈3．8
三元4．10

嘉定138

年
の
、
爾
宋
の
相
対
的
安
定
期
に
は
、
民
問
の
布
吊
生
産
も
復
興
し
、

市
価
も
三
貫
か
ら
五
貫
の
間
に
下
落
し
て
い
る
が
、
折
常
態
の
価
格

は
、
紹
興
十
七
年
に
定
め
ら
れ
て
い
た
紬
絹
和
買
は
六
貫
五
百
、
夏

税
は
七
貫
と
い
う
数
宇
が
循
襲
さ
れ
て
い
る
。
ず
っ
と
遅
れ
た
、
嘉

泰
会
誌
志
・
宝
慶
四
明
志
・
照
門
臨
安
志
な
ど
が
、
す
べ
て
こ
の
折

銭
価
格
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
、
そ
れ
が
南
宋
末
ま
で
、
網

鼎
の
標
準
折
価
で
あ
っ
た
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
参
考
ま
で

に
会
要
・
丁
年
要
録
に
よ
っ
て
、
南
宋
の
紬
絹
の
価
格
表
を
作
成
し

て
お
く
。
（
蓑
爵
）

　
　
　
へ

　
次
に
折
遠
雷
の
総
額
と
、
そ
れ
が
南
宋
財
政
に
占
め
る
位
置
に
つ

い
て
調
べ
ね
ば
な
る
ま
い
。
建
炎
・
紹
興
の
は
じ
め
に
は
、
両
頭
地

方
で
、
百
十
数
万
疋
の
上
納
網
畠
の
半
数
が
銭
納
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
が
、
歳
入
折
吊
銭
の
総
数
は
、
紹
興
十
七
年
ご
ろ
の
朝
野
雑

記
の
記
載
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、

　
　
時
に
東
荒
事
路
で
は
、
歳
ご
と
に
、
紬
三
十
九
万
疋
、
絹
二
酉
六
十
六

　
万
疋
、
綾
・
羅
・
絶
三
万
余
疋
、
そ
れ
に
澹
衣
・
編
衣
と
天
申
・
大
礼
節
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賜
与
の
綾
・
羅
・
饗
す
べ
て
五
十
二
万
疋
あ
ま
り
を
起
嵩
上
供
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
現
物
で
、
そ
の
ほ
か
絹
紬
二
百
五
十
六
万
余
延
、

銭
に
換
算
し
て
ほ
ぼ
一
千
七
欝
余
万
網
が
あ
り
、
綿
は
こ
れ
に
入
っ
て
い

な
い
。
（
朝
野
雑
記
・
甲
二
十
四
♂
東
南
縄
規
銭
）

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
紬
と
絹
の
価
格
を
同
じ
と
し
て
一
樹
七

百
万
貫
を
絹
紬
匹
数
で
割
る
と
六
貫
六
百
文
の
単
価
が
出
て
来
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
四
川
も
含
め
た
総
数
で
あ
ろ
う
が
、
地
方
別
の
よ
り

W

｛折山額（酬 送納地竜州起

府
府
府
山
州
州

安
江
声
誉

臨
平
鎮
建
池
那

2，　058，　OOO

　　483，　OOO

　　s27，　oeo

1，　194，　OOe

　　64s，　oeo

　　47g，　ooe

5，　689，　OeO

臨安府・三州・広徳軍

平江府・湖州・秀州

鍍江府・常州・徽州・三州

建康府・宣・儒・箔・裳・撫lil

池・饒州・太平・南康軍

江・吉州・臨江・建鵡・興三軍

具
体
的
な
数
字
は
、
紹
興
末
年
の

繋
年
要
録
に
み
え
て
い
る
。
そ
の

大
意
は
、
　
1
1
両
漸
∵
江
爾
両
落
の

折
虚
言
の
歳
額
は
五
百
七
十
三
万

綬
で
、
す
べ
て
杭
州
へ
送
主
し
て

い
た
が
、
軍
隊
の
駐
屯
す
る
主
要

都
市
に
、
最
寄
り
の
州
軍
か
ら
直

接
輸
齢
す
る
よ
う
に
し
た
い
”
と

い
う
も
の
で
、
そ
の
際
、
上
表

の
如
き
銭
額
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り

（
表
聾
）
、
そ
れ
ら
を
逆
流
す
る
と

五
百
六
十
八
万
数
干
貫
に
達
す
る
。

但
し
こ
の
表
で
は
、
当
然
折
畠
銭
の
あ
る
べ
き
、
明
・
越
・
洪
な
ど

の
諸
州
の
名
が
も
れ
て
お
り
、
或
い
は
両
足
∵
江
南
の
折
畠
銭
総
数

は
更
に
こ
れ
を
上
廻
る
数
字
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
す
こ
し
の

ち
隆
興
元
年
に
、
両
地
方
の
歳
ご
と
に
上
供
す
る
折
吊
銭
は
六
百
余

万
貫
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
み
れ
ば
、
単
に
上
記
州
名
の
み
を
脱
落
又

は
省
略
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
南
宋
時
代
、
折
吊
銭
は

毎
年
、
最
低
六
百
万
貫
程
度
、
朝
野
雑
記
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
な
ら
、

全
国
で
千
七
百
万
貫
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
宋
朝
歴
代
の
財
政
規
模
を
適
確
な
数
回
で
示
す
こ
と
は
大
変
圏
難

で
あ
る
。
三
百
年
間
の
主
だ
っ
た
時
点
で
、
歳
入
歳
出
を
物
語
る
数

字
は
決
し
て
少
く
は
な
い
が
、
匹
・
石
・
銭
・
両
・
束
な
ど
、
単
位

の
全
く
異
っ
た
も
の
を
累
加
し
た
統
計
が
普
通
で
あ
る
た
め
、
あ
ま

り
役
に
立
た
ぬ
。
南
宋
の
財
政
規
模
は
、
紹
興
は
じ
め
の
十
善
千
五

百
二
十
万
貫
、
血
道
四
年
に
は
五
千
五
百
万
貫
、
淳
煕
末
に
は
六
干

五
百
一
二
十
万
貫
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
て
、
全
歳
禺
入
を
適
正
に

銭
に
換
算
し
た
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
、
所
詮
参
考
数
字
に
と
ど

ま
る
。
こ
こ
で
は
、
甚
だ
危
険
だ
が
、
二
道
年
間
の
五
千
五
百
万
貫

を
中
心
に
し
て
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
て
み
た
い
。
r

　
南
宋
時
代
、
現
銭
収
入
の
太
宗
は
“
課
利
8
と
総
称
さ
れ
る
茶
・
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塊
・
酒
な
ど
の
専
売
益
金
と
、
愚
慮
で
あ
ワ
た
ひ
四
川
を
除
く
東
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
方
だ
け
に
限
っ
て
も
、
建
炎
二
年
、
六
百
万
貫
で
あ
っ
た
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

紹
興
四
年
に
は
二
干
万
貫
を
越
え
、
紹
興
六
年
に
は
論
叢
・
鎮
江
・

建
康
の
藁
縫
貨
務
だ
け
で
干
王
百
万
貫
、
二
十
四
年
に
は
同
じ
く
三

務
で
二
千
六
＋
万
貫
と
な
ゆ
薯
三
年
置
は
・
茶
と
塩
の
課
利
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

け
で
一
一
干
六
百
七
十
万
貫
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
専
売
益
金

の
現
銭
が
、
具
体
的
に
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
徴
集
さ
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
自
身
解
明
す
る
必
要
が
残
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
北
宋
時
代
か
ら
聴
診
で
徴
収
さ
れ
る
建
前
の
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
南
宋
に
入
る
と
”
課
利
”
の
ほ
か
に
、
幣
制
銭
・
総

　
⑭

制
銭
・
月
進
撃
と
い
っ
た
名
田
の
現
銭
微
収
が
行
わ
れ
、
こ
こ
で
問

題
と
し
て
い
る
折
畠
銭
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
経
・
総
制
銭
は
、

年
間
一
千
万
貫
を
越
え
る
が
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
直
接

税
た
る
爾
税
の
折
納
化
と
は
異
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
折
吊
銭

総
額
は
朝
野
雑
詑
に
従
え
ば
千
七
百
万
貫
だ
が
、
内
輪
に
み
つ
も
っ

て
干
万
貫
内
外
と
す
る
と
、
南
宋
中
期
の
現
銭
歳
入
の
こ
割
程
度
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
乾
道
の
歳
入
に
よ
る
限
り
、
五
千
五
百
万
貫
の

う
ち
、
塩
茶
が
二
干
五
百
万
、
経
総
鉛
銭
で
千
数
百
万
、
新
萬
銭
で

干
万
と
み
て
く
る
と
、
明
ら
か
に
現
銭
と
い
え
る
分
が
著
し
く
多
く
、

し
か
も
そ
れ
が
直
接
税
の
夏
税
の
分
野
に
ま
で
く
い
こ
ん
で
い
る
こ

と
が
よ
み
と
れ
る
。

　
折
吊
銭
施
行
の
原
因
を
、
四
這
代
の
人
六
は
軍
事
費
の
増
大
に
求

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

め
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
事
実
ま
た
先
に
あ
げ
た
歳
入
の
無
銭
は
、

官
俸
が
一
世
・
吏
禄
が
二
割
・
兵
肇
七
割
と
い
え
る
く
ら
轡
・

軍
費
、
特
に
将
兵
の
俸
給
は
実
大
で
あ
っ
た
。
軍
事
費
の
増
大
の
隠

題
は
北
宋
中
期
、
仁
多
の
時
代
に
も
大
き
く
表
面
化
し
て
い
た
が
、

そ
の
時
期
に
は
未
だ
折
吊
銭
は
議
題
に
も
の
ぼ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

が
南
受
に
至
っ
て
急
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
来
た
の
は
、
矢
張

り
一
つ
の
注
意
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。
　
・

　
周
知
の
通
り
、
軍
兵
に
対
す
る
給
与
と
し
て
、
宋
は
米
粟
・
絹
畠

の
現
物
に
、
現
銭
を
加
え
た
三
本
立
を
用
い
た
。
彼
ら
に
古
銭
を
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

式
に
支
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
五
代
以
降
と
書
わ
れ
る
が
、
北

宋
時
代
に
は
、
と
も
か
く
こ
れ
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
。
南
渡
以
後
、

長
江
が
国
防
上
の
生
命
線
と
な
り
、
、
そ
れ
に
沿
っ
た
邪
。
・
江
・
池
な

ど
の
諸
州
、
建
康
・
鎮
江
な
ど
の
大
都
市
に
軍
団
が
駐
屯
し
、
彼
ら

が
多
く
の
家
族
と
と
も
に
、
そ
こ
に
鞭
て
純
然
た
る
消
費
階
級
と
化

す
る
と
、
一
つ
の
変
化
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
に
支
給
す
る
現

銭
が
従
前
に
較
べ
て
増
撫
し
、
そ
れ
に
反
し
て
布
吊
類
が
減
少
し
て
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い
る
ら
し
く
み
え
る
こ
と
で
あ
る
臨
繋
年
要
録
は
か
な
り
多
数
、
偲

々
の
軍
団
へ
の
出
費
の
明
細
を
書
き
残
す
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

と
米
の
二
本
立
と
な
っ
て
い
る
。
私
は
江
常
の
大
都
会
－
少
く
と

も
州
城
一
で
は
、
蜜
時
、
臼
常
生
活
の
す
み
ず
み
ま
で
、
ほ
ぼ
貨

幣
経
済
化
し
て
い
た
と
考
え
る
。
多
く
の
南
宋
の
説
部
の
書
物
は
そ

れ
を
如
実
に
証
明
し
て
く
れ
る
し
、
そ
の
状
態
は
日
本
の
江
戸
時
代

の
都
市
と
比
較
し
て
も
良
い
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
た
大
都
布
に
軍

隊
が
常
駐
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
彼
ら
の
日
常
生
活
も
貨
幣
な
し
で

は
や
っ
て
ゆ
け
な
く
な
る
。
そ
し
て
軍
隊
と
い
う
大
世
帯
を
抱
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

都
市
が
更
に
一
層
大
き
な
市
場
と
な
る
こ
と
も
ま
た
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
彼
ら
に
支
給
さ
れ
た
布
吊
を
と
り
あ
げ
た
場
合
、
爾
宋
時

代
に
は
そ
の
性
格
が
変
っ
た
、
い
い
か
え
れ
ば
、
北
宋
時
代
ま
で
そ

れ
が
持
っ
て
い
た
貨
幣
と
し
て
の
価
値
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
宋
時
代
、
四
川
・
江
南
・
河
北
・
山
霊
な
ど

か
ら
中
央
へ
納
入
さ
れ
た
絹
畠
は
、
官
員
・
将
兵
の
肥
料
、
そ
し
て

多
く
の
賜
与
と
し
て
支
出
さ
れ
た
が
、
軍
兵
が
そ
れ
ら
を
自
分
で
消

費
す
る
こ
と
は
寧
ろ
稀
で
あ
っ
た
ろ
う
。
“
井
州
（
太
原
）
で
は
軍
衣

と
し
て
、
歳
ご
と
に
京
師
か
ら
運
ん
だ
囚
万
余
疋
の
絹
を
支
給
す
る

が
、
軍
兵
は
こ
れ
を
貰
う
と
す
ぐ
土
産
の
あ
し
ぎ
絵
と
交
換
す
る
。

代
り
に
官
で
罠
上
げ
て
y
一
匹
一
貫
二
百
文
を
支
給
し
よ
う
”
と
い

　
　
＠

う
記
録
が
そ
の
一
つ
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。
軍
人
に
俸
腐
鮨
は
恩
賞

と
し
て
手
渡
さ
れ
る
網
吊
は
、
特
に
陳
西
・
河
東
な
ど
絹
を
産
せ
ぬ

地
方
で
は
、
ブ
ロ
ー
カ
」
を
通
し
て
地
方
市
場
に
得
意
先
を
持
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
軍
兵
に
対
す
る
官
の
支
給
機
構
に
よ
り
か
か
る
方

が
、
生
産
地
か
ら
遙
か
に
離
れ
た
地
方
で
は
便
利
で
あ
っ
た
し
、
絹

吊
が
、
実
用
晶
よ
り
港
貴
重
品
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
貨
幣
と
し

て
の
性
格
も
多
分
に
残
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ

が
、
南
宋
は
じ
め
大
軍
の
配
置
さ
れ
た
都
市
は
、
い
ず
れ
も
有
数
の

絹
の
産
地
に
ほ
ど
近
い
。
そ
こ
で
は
き
ぬ
は
貨
幣
と
し
て
よ
り
も
、

商
品
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
高
・
中
額
の

取
引
に
は
既
に
南
方
で
は
か
な
り
の
銀
の
流
通
も
み
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
＠

な
っ
て
来
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
薦
宋
時
代
に
も
、
杭
州
で
は
年
間
百

六
十
万
疋
の
網
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
戦
乱
期
に
、
絹
の
生
産
量
が

低
下
し
て
、
賜
与
そ
の
他
に
工
銭
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
く
な
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
⑧

と
も
な
く
は
な
い
が
、
一
方
で
は
密
蔵
庫
に
絹
が
滞
積
し
て
久
し
い

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
記
述
も
あ
る
。
更
に
は
慶
元
年
關
に
賜
与
の
絹
吊
が
大
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

現
銭
支
給
に
き
り
か
え
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
も
、
南
宋
に
入
っ

て
少
く
と
も
江
爾
都
市
で
は
絹
の
貨
幣
価
値
は
消
滅
し
、
官
員
・
兵
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員
と
も
兇
銭
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
っ
て
い
た
と
い
い
得
る
。
両

税
の
夏
税
、
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
和
寒
紬
絹
を
一
部
六
九
化
さ
せ
た

折
畠
銭
は
外
的
に
は
そ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
て
開
始
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
で
は
南
宋
時
代
の
農
村
で
、
懸
銭
を
政
府
に
納
入
す

の
事
態
が
ど
の
程
度
ま
で
進
展
し
て
い
た
ろ
う
か
。
以
下
し
ば
ら
く
、

当
時
の
正
税
銭
納
を
物
語
る
史
料
を
書
き
連
ね
る
こ
と
と
す
る
。

三

　
第
一
に
、
現
物
納
の
端
数
（
奇
零
）
を
時
価
に
換
算
し
て
納
入
さ
せ

る
場
合
が
あ
る
。
中
央
か
ら
州
、
州
か
ら
県
、
郷
へ
と
帳
簿
上
の
操
作

に
よ
っ
て
割
．
当
ら
れ
て
来
る
両
税
は
「
郷
村
の
実
際
納
入
者
の
手
許

に
至
る
時
に
は
、
お
よ
そ
現
実
を
無
視
し
た
、
こ
ま
か
な
端
数
を
伴

う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
宋
太
祖
は
全
国
征
覇
に
の
り
解
し
て
間
も

な
く
，
馬
銭
は
文
、
金
銀
は
銭
、
絹
吊
は
尺
、
米
領
は
升
を
最
低
の

単
位
と
し
、
そ
れ
以
下
の
分
・
鉄
・
毫
・
寸
・
合
な
ど
は
認
め
ぬ
原

　
　
　
　
＠

則
を
た
て
た
。
雄
馬
や
現
認
は
そ
れ
で
良
い
と
し
て
、
布
吊
の
場
合

は
こ
れ
を
適
用
し
て
も
纂
実
上
意
味
を
な
さ
な
い
。
宋
代
の
納
入
布

畠
の
基
準
は
、
一
匹
四
十
乃
至
四
十
二
尺
、
重
量
十
二
乃
至
十
三
両

で
あ
っ
た
が
、
｛
尺
つ
つ
を
四
十
二
人
が
群
々
に
納
め
て
も
役
に
た

た
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
こ
・
で
端
数
を
磐
戸
か
で
一

警
め
に
し
、
一
匹
分
と
し
て
納
入
す
る
方
法
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を

1
1
合
零
就
整
”
　
μ
野
馳
就
整
”
と
呼
ぶ
が
、
特
に
野
鳥
…
納
入
に
際
し

て
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
見
合
理
的
な
こ

の
方
法
も
、
実
際
に
納
め
る
方
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
庖
暇
な
間
題
が

続
出
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ご
く
常
識
的
に
考
え
て
も
、

お
互
に
加
回
し
て
整
数
を
な
す
べ
き
相
手
が
隣
同
志
と
は
限
ら
な
い

し
、
現
物
と
し
て
一
匹
に
す
る
に
は
誰
が
、
ど
う
し
て
生
産
し
、
ま

た
調
達
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
こ
れ
も
宋
の

は
じ
め
か
ら
、
崎
．
零
分
を
現
銭
に
換
算
し
て
納
め
さ
せ
る
方
法
が
採

　
　
　
＠

用
さ
れ
た
。
た
だ
し
北
宋
時
代
に
は
、
南
宋
に
く
ら
べ
る
と
、
ま

だ
ま
だ
賃
幣
の
入
手
は
容
易
で
な
か
っ
た
と
み
え
て
、
両
税
疇
零
分

の
銭
納
に
つ
い
て
の
史
料
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
そ
れ
が
南
宋
に

入
る
と
、
一
変
し
て
、
宋
会
要
・
食
貨
・
賦
税
雑
録
の
条
な
ど
で

は
し
ば
し
ば
こ
の
問
題
に
欝
及
す
る
よ
う
に
な
る
。
南
宋
も
半
ば
す

ぎ
の
“
慶
元
条
法
事
類
8
の
“
受
納
陸
尉
訂
の
項
に
ひ
く
賦
役
令
で

は
、

　
　
す
べ
て
税
租
納
入
の
際
、
嶺
該
戸
の
納
入
分
が
、
布
吊
で
は
端
匹
、
米

　
穀
で
は
升
、
懸
綿
で
は
爾
、
柴
蕎
で
は
束
に
満
た
ぬ
山
雨
は
、
融
入
月
の
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市
場
価
格
の
高
値
に
よ
っ
て
銭
を
納
め
る
。
若
し
別
の
戸
と
組
税
納
入
票

　
を
一
つ
に
し
て
、
整
数
の
現
物
を
納
め
る
こ
と
を
願
え
ば
聴
す
。

　
　
　
　
⑱

と
規
定
さ
れ
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
崎
零
は
現
職
納
を
優
先
さ
せ
る

と
と
れ
る
書
き
方
を
し
て
い
る
。
回
訓
の
場
合
も
、
晴
事
分
が
全
体

の
中
で
占
め
る
割
合
は
決
し
て
少
く
な
く
、
む
し
ろ
四
十
二
尺
一
匹

の
絹
を
、
一
戸
だ
け
で
納
入
し
得
る
郷
村
戸
は
、
数
の
上
で
は
少
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
江
西
省
撫
州
で
は
歳
ご
と
に
中
央
へ
上
納
す
る

絹
三
万
二
干
余
匹
の
う
ち
、
現
物
は
二
万
一
奪
還
で
、
あ
と
一
万
二

干
余
匹
は
崎
零
の
た
め
折
讐
こ
の
屯
倉
舐
子
）
す
る
と
い
や
陶

じ
く
江
西
省
震
州
の
筒
郭
宜
春
県
で
は
、
人
戸
一
万
四
千
二
戸
は
、

夏
壷
網
一
尺
を
納
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
を
実
例
と
し
て
あ
げ
得

　
⑩

よ
う
。
両
税
疇
零
分
の
銭
納
額
が
、
全
国
で
ど
の
程
度
に
達
し
た
か

は
知
る
術
が
な
い
が
、
爾
興
業
代
、
晴
零
の
銭
納
が
一
面
っ
て

主
と
し
て
下
等
戸
の
銭
納
が
一
1
－
特
殊
例
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

乾
元
条
法
事
類
．
に
み
え
る
先
の
規
定
が
、
際
会
要
に
頻
出
す
る
と
こ

ろ
が
ら
も
う
か
が
え
る
。
旧
中
国
の
租
税
微
収
体
制
に
は
、
官
員
や

得
吏
の
つ
け
い
る
間
隙
が
多
く
、
そ
れ
は
合
土
就
整
の
場
合
に
も
顕

　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

著
に
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
端
数
は
す
べ
て
整
数
に
き
り
あ
げ

1
農
民
の
立
場
に
た
て
ば
実
質
的
増
税
一
、
砂
嵐
が
納
入
票
を

一
つ
に
し
て
（
合
鋤
）
納
付
し
た
場
合
に
は
、
紗
頭
と
呼
ば
れ
る
代
表

者
に
だ
け
受
取
証
を
発
行
し
、
そ
の
他
は
未
納
と
し
て
二
重
微
収
を

　
⑧

行
い
、
或
い
は
折
銭
の
価
格
を
不
当
に
韻
上
げ
た
り
す
る
こ
と
は
朝

飯
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
質
朴
・
無
知
な
農
民
は
、
租
税
納
入
の
時

の
官
・
得
吏
と
の
折
衝
を
國
避
す
る
た
め
に
、
多
く
両
者
の
分
身
で

あ
る
鼠
戸
（
租
税
請
負
人
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
近
、
周
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

吉
之
氏
は
吏
役
の
観
点
か
ら
掩
戸
を
と
り
あ
げ
て
居
ら
れ
る
が
、
北

宋
中
期
か
ら
史
料
面
に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
掩
戸
は
、
爾
宋
に
至
っ

て
そ
の
数
を
増
し
、
特
に
晴
零
の
現
物
納
が
行
わ
れ
る
際
に
活
躍
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
農
民
は
た
と
え
不
当
な
請
負
費
用
を
請
求
さ
れ
て
も
、
運
搬
や
、

得
吏
・
宮
員
な
ど
の
中
飽
を
天
秤
に
か
け
て
、
掩
声
に
頼
る
方
が
有

利
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
法
言
上
も
擁
納
が
条
件
つ
き
で
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
が
、
そ
の
弊
害
が
大
き
く
な
る
と
、

対
策
の
　
つ
と
し
て
、
崎
零
の
銭
納
が
よ
り
強
力
に
叫
ば
れ
る
の
が

　
　
　
　
⑧

注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
は
少
く
と
も
、
下
等
農
村
人
民
が
、
生
産
物
を

現
身
に
交
換
し
得
る
一
た
と
え
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
に
し
て
も
一
地
盤
の
成
立
を
背
景
に
し
て
、
は
じ
め
て
可
能
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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第
二
に
、
こ
れ
ま
た
文
献
上
は
南
宋
に
入
っ
て
鼠
立
つ
も
の
だ
が
、

主
要
交
通
路
を
は
ず
れ
、
特
に
水
運
に
め
ぐ
ま
れ
ぬ
地
方
で
納
入
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
・

れ
る
両
税
を
銭
金
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
。

　
・
福
建
の
福
学
長
漢
県
は
、
州
城
を
隔
る
こ
と
遠
く
、
陸
は
峻
嶺
に
は
ば

　
ま
れ
、
海
は
波
濤
を
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
民
戸
が
苗
税
を
輸
督
す
る
の

　
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
年
度
割
当
の
茄
額
（
秋
税
）
は
銭
に
嬉
し
て

　
県
に
納
め
さ
せ
、
県
が
こ
れ
を
州
に
送
り
、
州
で
米
を
買
っ
て
中
央
へ
上

　
催
す
れ
ば
、
公
私
両
便
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
い
う
の
が
例
証
と
な
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
、
臨
安
府
の
臨
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

・
於
潜
・
悪
化
の
各
県
や
、
安
徽
省
の
欝
州
な
ど
に
も
見
出
す
こ
と

　
　
　
⑩

が
で
き
る
。
こ
れ
が
常
に
額
面
通
り
行
わ
れ
た
と
は
保
証
し
難
い
が
、

そ
う
し
た
地
方
で
は
、
少
く
と
も
県
立
で
は
、
た
と
え
正
当
な
値
段

で
は
な
い
に
し
て
も
農
産
物
が
換
金
さ
れ
得
た
と
い
う
こ
と
、
及
び

州
城
で
は
、
寮
長
大
量
の
米
穀
な
ど
の
買
付
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と

を
推
定
せ
し
め
る
。
密
封
県
の
例
で
み
る
と
、
米
粟
運
搬
の
困
難
さ

を
、
現
銭
納
入
と
い
う
方
法
で
簡
単
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

勿
論
そ
の
裏
に
、
長
漢
県
で
農
民
か
ら
高
く
買
い
と
っ
た
米
を
福
州

に
運
び
、
降
壇
場
で
政
府
に
売
り
つ
け
て
二
璽
に
利
益
を
か
せ
ぐ
商

人
が
お
り
、
彼
ら
の
政
府
へ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
も
予
想
で

き
る
が
、
し
か
し
県
荻
が
或
る
程
度
貨
幣
経
済
化
し
て
い
な
け
れ
ば
、

そ
れ
と
て
無
理
で
あ
ろ
う
。
仁
安
府
管
下
の
新
城
・
於
潜
・
昌
化
の

三
県
の
場
合
は
又
少
し
異
る
。
こ
の
三
県
に
共
通
し
て
い
る
の
は
山

地
の
県
で
、
多
く
小
米
を
植
え
、
杭
稲
・
濡
米
な
ど
の
納
税
用
の
米

穀
は
栽
培
せ
ず
、
　
且
つ
小
米
の
生
産
量
も
少
い
点
で
あ
る
。
　
新
城

県
で
は
そ
の
十
二
郷
の
苗
米
を
合
計
し
て
も
一
県
評
月
の
食
を
支
え

る
の
み
で
、
豊
年
で
さ
え
も
隣
接
す
る
蘇
州
ボ
常
州
の
米
産
地
で
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
よ
ね
し
て
秋
税
を
ま
か
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
と
は
職
安

県
で
も
大
同
小
異
で
あ
り
、
か
く
て
、
南
宋
中
期
に
は
こ
の
三
県
で

は
秋
税
の
直
納
が
認
め
ら
れ
、
民
も
そ
れ
を
便
と
し
、
為
政
者
の
側

か
ら
は
、
山
郷
の
人
民
を
優
賦
す
る
善
政
と
意
識
さ
れ
た
。
臨
安
府

下
の
三
楽
の
ご
と
き
、
交
通
不
便
の
山
郷
で
現
銭
を
ど
う
し
て
入
手

で
き
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
臨
安
（
県
）
は
産
絹
の
地
で
あ
る
と
の

表
現
で
も
判
る
よ
う
に
、
織
物
生
産
に
よ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
先

の
和
買
の
と
こ
ろ
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
南
宋
時
代
に
は
、
こ
う
し

て
地
域
的
な
換
金
作
物
の
生
産
分
布
が
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
出
来
上

り
、
そ
の
た
め
に
農
民
が
あ
る
程
度
の
貨
幣
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も

で
き
、
伝
統
的
な
夏
の
布
融
・
秋
の
米
穀
と
い
う
微
税
体
調
が
固
執

さ
れ
な
く
な
り
i
勿
論
宋
以
前
か
ら
折
変
と
い
う
形
は
あ
っ
た
が
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…
、
地
方
に
よ
っ
て
は
秋
税
の
銭
納
化
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
必
ず
し

も
無
理
で
な
く
な
っ
て
来
て
い
た
と
言
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
こ
れ
ま
た
南
宋
時
代
に
広
く
み
ら
れ
る
現
象
と
し
て
両

税
受
納
に
際
し
て
、
地
方
官
が
血
汐
の
子
馬
の
た
め
に
、
農
民
に
蒲

焼
納
入
を
強
い
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
秋
税
を
地
方
官
が
恣
意
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
銭
納
さ
せ
た
例
は
、
北
宋
中
期
に
既
に
存
す
る
が
、
常
器
に
入
る

と
、
折
第
銭
の
銭
納
率
の
不
当
引
上
げ
と
と
も
に
、
普
遍
的
現
象
と

な
っ
た
ら
し
く
、
紹
興
末
以
後
の
赦
文
に
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
地
方
宮
が
用
い
る
方
法
は
次
の
ご
と
き
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
豊
作
で
米
が
安
く
大
量
に
あ
る
時
期
に
は
、
秋
、

税
銭
納
の
指
令
を
鵬
す
。
農
民
は
銭
を
期
限
ま
で
に
か
き
集
め
ね
ば

な
ら
ぬ
た
め
、
商
人
一
そ
れ
は
地
方
官
・
細
面
な
ど
の
分
身
で
あ

る
こ
と
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
っ
た
ろ
う
一
に
安
く
買
叩
か
れ
る
。

と
こ
ろ
で
折
価
は
、
何
時
の
場
禽
も
、
そ
の
時
の
市
場
価
格
を
考
え

て
適
正
に
定
め
る
と
は
い
っ
て
も
、
地
方
官
・
脊
吏
、
牙
人
ら
が
集

っ
て
き
め
る
も
の
で
、
納
入
者
の
立
場
に
立
つ
と
は
言
い
難
い
。
、
そ

し
て
一
旦
定
め
ら
れ
た
高
い
折
価
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
易
い
。
平

年
作
で
一
斗
、
二
・
三
百
文
の
米
は
豊
作
で
は
百
文
以
下
に
下
落
す

る
が
、
折
価
が
動
か
さ
れ
ぬ
と
、
農
民
は
豊
作
貧
乏
に
な
り
か
ね
な

い
。
地
方
官
は
高
い
折
価
で
銭
を
微
節
し
、
そ
の
一
部
で
安
い
市
場

価
格
の
米
を
買
入
れ
て
規
定
額
の
米
石
を
中
央
へ
上
納
し
、
余
剰
の

　
　
　
　
　
⑭

銭
を
着
服
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
農
民
の
手
も
と
に
は
嘉
暦

が
残
る
可
能
性
は
当
然
少
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
ほ
か
、
天
災
な
ど
で
現
物
が
十
分
に
な
い
場
合
や
、
或
い
は

滞
納
分
の
租
税
を
何
年
か
に
分
け
て
納
入
し
て
ゆ
く
際
な
ど
に
も
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

納
が
法
文
化
さ
れ
て
い
る
。

四

　
夏
税
・
和
買
の
折
宿
銭
、
及
び
傍
証
的
に
あ
げ
た
特
に
南
宋
に
入

っ
て
か
ら
の
秋
税
或
い
は
晴
零
の
仕
納
化
と
い
う
事
態
は
、
宋
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

賃
幣
経
済
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北
宋
の
中
期
、
銅
銭
の
鋳
造
額
は
一
、
つ
の
大
き
な
ピ
ー
ク
に
達
す
る

⑳
稟
時
代
に
は
・
命
脈
の
蕩
を
大
き
な
理
由
と
し
て
・
江
南

の
江
・
饒
・
池
・
建
の
四
大
鋳
銭
監
の
銅
銭
鋳
造
額
は
激
減
し
、
質

の
悪
い
鉄
石
を
併
用
し
て
み
て
も
、
銅
銭
の
海
外
流
出
、
死
蔵
、
改

鋳
な
ど
に
よ
る
所
謂
盛
宴
が
起
る
の
を
如
何
と
も
し
難
か
っ
た
。
何

よ
り
も
こ
う
し
た
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
、
政
府
は
会
遇
を
発
行

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
濫
発
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
少
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く
と
も
南
宋
の
か
な
り
末
期
に
な
っ
て
問
題
化
す
る
の
で
あ
り
、
中

期
に
於
て
は
附
子
は
割
合
円
滑
に
運
用
さ
れ
て
い
た
と
欝
う
こ
と
が

繊
来
る
。
こ
れ
に
は
種
女
の
理
由
が
あ
ろ
う
が
、
一
つ
に
は
貨
幣
を

媒
体
と
す
る
交
換
経
済
が
あ
る
程
度
地
に
つ
い
た
も
の
に
な
っ
て
来

て
い
た
こ
と
、
即
ち
都
市
、
あ
る
い
は
一
蔀
農
村
の
日
常
生
活
が
、

貨
幣
を
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
て
い
た
こ
と
を
想

定
し
て
良
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
折
寄
手
実
施
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず

第
五
等
張
は
全
部
嘗
試
さ
せ
、
そ
れ
が
終
れ
ば
四
等
戸
に
持
っ
て
ゆ

き
、
そ
れ
が
下
戸
に
と
っ
て
有
利
で
あ
り
、
彼
ら
を
優
労
す
る
と
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

識
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
下
等

戸
が
納
入
す
る
布
吊
は
崎
零
が
多
く
、
合
零
就
整
と
か
、
姦
吏
の
中

飽
と
か
い
っ
た
厄
介
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
銭
納

を
優
先
さ
せ
る
面
も
確
か
に
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
両
漸
地
方
に
お
け

る
、
客
戸
も
含
め
た
下
等
戸
の
身
丁
銭
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
時
、
そ

こ
に
は
今
少
し
別
の
こ
と
が
ら
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
農

村
の
四
・
五
等
戸
及
び
客
戸
は
、
両
雄
・
江
南
に
隈
っ
て
い
え
ば
、

毎
年
何
ら
か
の
形
で
租
税
と
し
て
現
銭
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
雇
傭
労
働
、
零
細
な
換
金
作
物
、
乃
至
は

城
市
を
対
象
と
し
た
商
業
活
動
で
得
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、

よ
り
多
く
の
可
能
性
と
し
て
、
納
税
期
に
お
け
る
商
人
を
仲
介
と
し

て
手
に
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
銭
納
の
強
捌
は
、
貨
幣
経
済
化
し
、

そ
こ
で
消
費
生
活
を
送
る
都
市
の
官
員
・
軍
人
達
の
要
求
の
た
め
に

権
力
者
側
か
ら
恣
意
的
に
行
う
収
奪
で
あ
り
、
当
時
の
農
村
の
実
情

に
必
ず
し
も
遡
さ
ず
、
ま
た
そ
の
強
制
に
よ
っ
て
、
農
村
四
・
五
等

戸
の
階
級
分
化
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
当
然
予
測
さ
れ
る
。
轟
蒔

の
士
大
夫
の
議
論
ど
し
て
も
、
北
朱
時
代
以
来
、
銭
は
畑
で
作
る
も

の
で
は
な
く
、
農
民
に
銭
を
出
さ
し
め
る
の
は
彼
ら
を
苦
し
め
る
だ
．

け
と
い
う
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
王
学
石
の
募
役
法
施
行
を
め
ぐ
っ

て
・
俣
党
政
治
家
が
み
せ
た
貨
幣
経
済
に
対
す
縞
瞼
識
ゆ
稟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
期
に
も
そ
の
ま
ま
引
継
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
農
村

か
ら
貨
幣
を
徴
集
す
る
こ
と
は
、
北
宋
か
ら
南
宋
へ
大
き
く
進
展
し

て
お
り
、
そ
こ
に
都
市
の
貨
幣
経
済
化
と
と
も
に
、
そ
の
裏
鶴
に
、

農
村
に
お
け
る
地
域
的
特
産
物
生
産
体
網
の
成
立
と
、
貨
幣
の
浸
透

一
両
翫
・
江
南
に
限
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
一
が
相
当
濃
厚
に

薫
取
さ
れ
る
。
勿
論
貨
幣
経
済
の
発
展
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
大

き
な
限
界
を
設
け
て
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
か
く
漠
然
と
、
貨
…
幣

経
済
の
発
達
と
か
響
動
生
産
の
増
大
と
か
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る

が
、
南
宋
時
代
の
そ
れ
も
よ
り
具
体
約
に
精
密
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
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る
ま
い
、
折
鼎
銭
に
あ
っ
て
も
、
最
大
限
に
見
積
っ
て
五
割
以
内
の

線
で
銭
納
率
が
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
嶺
時
の
農
村
に
お
け
る

貨
幣
経
済
の
限
界
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
元
代
の
宝
妙
制
度
を
へ

て
、
明
初
の
一
時
的
な
現
物
経
済
体
制
の
嵐
現
、
そ
し
て
明
中
期
以

後
の
銀
経
済
の
発
達
と
い
う
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
北
宋
か
ら
南
宋

へ
と
発
展
し
た
貨
幣
経
済
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
評
価
す
る
の
か
、

或
い
は
紅
樹
に
貨
幣
経
済
が
一
部
農
村
に
も
侵
入
し
て
い
た
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
、
特
に
明
代
以
後
八
駁
し
く
言
わ
れ
る
、
所
謂
商
晶
生

産
と
い
う
形
態
が
ど
の
程
度
存
在
し
た
か
と
い
う
問
題
な
ど
は
未
だ

手
を
つ
け
ら
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
問
題
に
接
近

す
る
一
段
階
と
し
て
、
上
か
ら
の
制
度
面
の
考
証
と
い
う
一
面
的
視

角
か
ら
で
は
あ
る
が
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

①
　
こ
の
表
に
つ
い
て
は
次
の
諸
点
を
こ
と
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
数
字
は
そ
れ

　
ぞ
れ
匹
・
両
・
貫
以
上
で
そ
れ
以
下
の
端
数
は
切
弓
捨
て
た
こ
と
、
厳
密
に
…
粧
え

　
ば
絶
対
年
正
代
の
異
る
数
字
を
同
㎝
平
麟
で
な
ら
べ
た
こ
と
、
管
催
又
は
鼎
管
と
睡

　
ば
れ
る
帳
簿
上
の
規
定
微
集
額
と
、
地
方
志
成
立
干
時
の
実
測
徴
集
額
（
雪
催
）

　
が
あ
る
長
倉
に
は
、
す
べ
て
実
題
を
堅
い
た
こ
と
、
明
州
な
ど
の
よ
う
に
別
に
筆

　
著
が
計
算
を
行
っ
て
数
字
を
書
き
入
れ
た
場
合
も
多
い
（
従
っ
て
原
典
に
は
こ
の

　
ま
ま
の
数
字
が
あ
る
と
は
暇
ら
な
い
）
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

②
　
距
僚
言
。
請
路
摺
軍
、
毎
年
和
謹
撰
融
絹
、
祖
宗
朝
子
宝
定
数
。
生
来
両
顧
想

　
県
、
多
寡
不
一
。
棄
有
闘
軍
倶
免
噺
。
行
之
薫
有
余
年
、
葡
無
不
均
之
患
、
良
由

　
経
重
適
巌
故
也
。
嘗
考
一
路
秋
賦
苗
米
之
数
、
参
三
和
買
紬
絹
、
乃
知
和
買
之
多

　
寡
、
率
視
秋
賦
之
軽
重
。
如
臨
国
府
湖
州
等
和
買
為
多
、
蒲
苗
米
比
他
処
最
少
。

　
常
州
婆
州
等
漁
買
差
少
、
蒲
藤
米
比
他
処
為
多
。
以
釜
平
江
府
秀
州
笛
数
尤
多
、

　
故
得
用
免
俵
買
。
（
会
要
・
食
貨
三
八
ノ
一
四
）

⑧
　
威
淳
臨
安
志
・
巻
菰
九
。

④
　
苑
文
蕉
公
政
府
奏
議
・
讐
手
詔
条
陳
十
事
。
臣
知
蘇
州
麟
、
点
検
簿
書
。
一
州

　
之
聞
、
係
出
税
者
艦
万
閥
胸
当
。
中
合
之
利
、
毎
五
七
米
二
石
釜
三
石
、
雲
母
米

　
七
箇
余
万
石
。
東
陶
毎
歳
上
供
乱
数
六
百
万
石
、
乃
一
州
所
繍
。

⑤
　
程
倶
・
北
由
小
集
・
巻
三
七
。
乞
免
秀
粥
和
買
絹
奏
状
。

⑥
嘉
定
七
年
十
一
月
蕉
縫
。
甑
僚
需
。
籍
見
、
臨
安
麻
之
新
城
県
視
諸
墨
最
為
狭

　
少
。
計
…
講
料
工
郷
苗
米
亀
入
。
不
駆
梅
邑
十
分
之
二
。
由
照
多
種
小
米
、
絶
無

　
杭
稲
。
一
歳
所
収
、
僅
足
脱
間
数
月
之
食
。
難
遇
三
歳
、
亦
須
於
蘇
秀
隣
境
、
耀

　
運
交
納
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
一
〇
九
）

⑦
　
手
っ
取
り
　
早
く
は
朱
史
食
貨
囎
や
会
計
の
条
参
照
。

⑧
　
間
じ
く
食
貨
志
会
計
、
大
観
三
年
の
張
克
公
の
…
冨
に
、
今
官
較
之
白
重
、
a
多

　
十
倍
。
瞬
用
安
得
不
幸
と
あ
る
。

⑨
例
え
ば
、
紹
興
九
年
三
月
戊
子
。
（
前
略
）
轡
承
平
時
、
嘗
頚
俵
買
。
本
一
挙

　
千
銭
。
時
謙
吊
緬
廉
、
得
銭
於
春
、
蒲
輸
謙
於
憂
、
瓶
以
優
民
也
。
軍
興
以
来
、

　
桑
中
無
本
可
融
。
名
器
預
買
、
共
倒
瞬
薯
。
（
要
録
・
巻
一
二
七
）
と
い
う
叙
述

　
は
ま
だ
良
い
方
で
、
紹
興
四
年
八
月
乙
甲
。
（
前
略
）
不
買
淋
栖
本
銭
、
毎
端
一

　
千
。
方
時
多
難
、
撫
取
既
非
得
已
。
（
要
録
・
巻
七
九
）
と
必
要
悪
と
し
て
認
め

　
る
も
の
か
ら
、
紹
興
二
十
・
六
年
附
悪
逆
中
。
待
獅
中
ハ
湯
輪
帯
獅
肖
。
和
貿
側
棚
一
事
、

　
窟
戸
風
芦
逐
歳
入
融
。
遵
守
既
久
、
不
以
為
害
。
（
要
録
・
巻
…
七
こ
）
の
よ
う

　
な
提
灯
持
ち
ま
で
様
々
で
あ
る
が
、
決
し
て
強
く
改
革
は
唱
え
な
い
。

⑩
　
届
荏
聯
…
十
山
ハ
鉦
－
四
胃
月
L
T
開
会
。
　
（
晶
隈
略
）
先
最
守
距
王
v
霜
呂
奏
雄
。
　
｝
陶
漸
豊
北
ハ
管

　
心
輝
㎜
無
叩
血
論
一
二
万
・
七
千
∴
ハ
嶽
五
十
四
　
匹
虜
央
可
。
｝
阻
灘
傭
興
一
粥
独
蝿
一
十
四
万
篤
ハ
千
九

　
面
三
十
匹
有
楽
。
立
法
之
初
、
劉
輪
重
、
面
倒
科
酬
例
、
自
物
力
三
十
八
千
五
街
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以
上
、
為
上
西
等
、
含
科
和
買
。
三
十
八
千
五
窟
以
下
為
五
等
罪
科
。
（
会
饗
・

　
食
貨
七
〇
ノ
七
五
）

⑪
　
朱
予
文
集
・
巻
一
八
。
奏
均
潮
田
減
等
和
買
状
。
（
前
略
）
臣
闘
。
祖
宗
初
立

　
和
預
買
法
、
先
支
見
銭
、
後
納
紬
絹
。
民
間
実
頼
共
利
、
棄
有
形
於
歌
謡
者
。
蒲

　
当
四
時
、
本
属
漕
匝
、
有
私
於
越
州
考
。
其
照
復
私
於
会
稽
。
故
此
郡
県
、
所
樋

　
独
多
。
其
後
請
本
之
数
、
遂
為
歳
額
、
爾
銭
不
穏
支
。
絹
臼
益
貴
、
以
緊
今
日
。

　
蒲
白
感
恩
科
、
遂
反
為
一
州
無
窮
訪
露
。
（
下
略
）

⑫
　
天
堅
二
年
認
。
今
後
預
支
紬
網
銭
、
並
取
人
爵
情
願
。
睡
臥
幽
産
州
軍
、
不
得
馳

　
一
例
抑
配
。
此
時
両
三
惟
濃
州
千
竃
土
産
、
不
断
拗
降
。
越
州
諸
県
争
認
多
数
。

　
旭
台
県
知
県
、
以
窟
与
民
衛
、
久
必
為
害
、
独
漕
嘉
承
。
甕
二
二
之
。
（
下
略
）

　
（
下
話
四
明
志
・
巻
五
）

⑬
　
紹
興
九
年
三
月
戊
子
。
殿
中
待
御
史
謝
祖
信
需
。
和
預
買
為
二
選
民
間
之
病
。

　
有
司
従
聖
廟
為
折
祭
銭
、
又
其
所
甚
病
者
。
今
日
圃
未
退
去
。
勝
越
之
使
得
其
所
、

　
胸
幅
以
少
紆
田
力
。
其
説
無
他
、
惟
梅
爾
禅
機
。
近
者
知
雲
州
呉
偉
明
、
乞
用
税

　
銭
均
敷
。
此
徽
及
江
東
所
蹴
茸
。
諸
路
未
必
可
用
。
（
要
録
・
巻
＝
一
七
）
江
南
，

　
路
が
何
故
税
銭
だ
て
が
良
か
っ
た
の
か
は
、
南
唐
以
来
の
こ
の
地
方
の
税
制
・
貨

　
幣
制
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
例
え
ば
、
紹
興
三
十
…
年
正
月
十
八
臼
。
都
適
言
。
江
黒
和
預
買
紬
網
、
王
将

　
宮
戸
与
編
昆
均
敷
、
務
要
均
平
。
見
今
州
県
、
有
機
和
買
、
絶
謹
上
品
等
虫
処
、

　
及
有
限
懸
物
禽
獣
数
詩
界
薪
。
本
塁
優
憧
憂
欝
、
易
於
輸
納
。
（
会
要
・
食
貨
三

　
八
ノ
一
一
〇
）

⑬
紹
興
四
年
七
月
十
九
闘
。
神
武
右
三
都
統
制
張
俊
言
。
釈
家
近
於
逐
処
置
到
産

　
業
、
北
島
夏
税
正
税
役
銭
外
、
其
応
干
非
涯
諸
般
科
配
線
謹
告
等
、
並
乞
鯛
免
。

　
詔
特
依
。
既
選
果
群
薄
。
望
命
有
司
、
検
会
見
行
寳
芦
科
敷
及
和
預
買
等
条
法
、

　
劃
与
俊
、
使
隠
然
知
即
今
見
任
宰
臣
以
下
、
黙
想
産
業
、
並
与
百
姓
｝
等
均
科
。

　
（
中
略
）
伏
望
断
以
不
疑
、
紋
還
所
降
指
揮
、
更
不
施
行
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ

　
三
六
）

⑯
　
例
は
多
い
が
、
善
道
九
」
ヰ
三
月
六
臼
。
（
前
略
）
両
漸
和
…
買
、
莫
露
於
紹
興
。
紹
…

　
闇
興
諸
揖
雛
、
　
ム
皿
稽
為
瓶
取
。
　
日
晶
本
斑
歳
科
和
㎜
蝋
　
十
四
万
六
孟
ー
ム
ホ
匹
。
ム
玖
鋤
鞭
】
目
巴
独
当

　
二
万
二
千
匹
有
晦
、
均
荏
上
四
等
人
戸
。
（
会
要
・
食
貨
三
八
ノ
　
一
三
）
や
、
慶

　
元
五
年
七
月
十
二
露
。
　
（
前
略
）
制
勝
知
建
康
府
銭
象
祖
等
推
羅
到
本
島
管
下
五

　
懸
浮
輪
、
上
元
江
選
句
容
澱
陽
賜
県
、
所
理
購
買
、
除
第
五
等
人
戸
免
科
。
　
（
会

　
要
・
食
貨
七
〇
ノ
九
六
）
な
ど
を
ひ
い
て
お
く
。

⑰
乾
道
元
年
五
潟
十
二
日
。
（
前
略
）
芦
部
綾
羅
、
遂
令
州
獄
、
将
官
芦
寺
観
与

　
編
艮
物
力
毎
貫
毎
百
、
随
野
畑
敷
。
（
中
略
）
且
以
臨
安
需
之
。
謂
如
新
城
品
題

　
貫
以
上
、
蜜
陽
焔
十
三
貫
以
上
、
臨
安
則
二
十
貫
以
上
、
方
嬬
均
敷
。
　
（
岱
明
・

　
食
貨
三
八
ノ
一
一
コ
一
）
。
よ
り
止
っ
た
例
に
は
、
紹
熈
二
年
五
月
二
十
四
購
。
戸
部

　
】
…
面
。
広
徳
軍
奏
。
江
東
路
州
軍
以
物
力
科
敷
預
買
、
有
爾
余
千
敷
及
｝
匹
、
・
有
七

　
八
ヤ
千
敷
及
　
匹
幾
。
独
本
軍
両
県
、
忠
興
不
下
十
千
、
少
考
六
千
有
余
、
亦
敷

　
及
一
匹
。
委
｛
炎
偏
…
璽
、
嶺
稽
考
。
　
（
A
互
要
・
食
貨
七
〇
ノ
七
九
）
が
あ
る
。

⑱
朱
子
文
集
・
巻
｝
八
、
奏
均
減
紹
興
府
和
議
状
。
　
（
前
略
）
且
如
会
稽
　
県
、

　
経
界
之
初
、
旧
例
難
是
二
曲
三
十
八
貫
五
百
以
上
、
釜
澤
和
買
。
　
（
中
略
）
如
経

　
酬
前
之
初
、
会
稽
一
県
、
凡
・
為
物
力
銭
一
一
白
二
十
・
六
万
余
貫
、
酬
急
難
等
以
上
、
科
」
納

　
和
買
者
、
当
一
薫
　
十
万
余
貫
。
今
来
閥
十
年
、
所
謂
四
等
以
上
、
止
有
物
力
銭

　
三
十
七
万
九
千
四
百
六
牽
貫
六
百
文
∩
蒲
転
入
五
等
蒋
乃
驚
七
十
二
万
五
百
余
貫
。

　
紫
曽
和
買
上
重
、
姦
猫
之
既
、
争
為
子
戸
詫
名
、
以
避
難
敷
。

⑲
　
注
⑩
に
続
い
て
、
後
因
臣
僚
…
冒
。
自
（
或
脱
今
常
）
凡
係
鷺
等
有
産
落
丁
伝
聞
、

　
与
上
四
等
獅
、
一
概
均
科
。
　
（
串
略
）
爺
五
等
下
戸
、
物
力
絡
徳
文
以
上
、
皆
不

　
門
兄
和
㎜
嫉
。
　
（
食
化
貝
七
〇
ノ
七
六
）
　
と
あ
る
σ
　
ま
た
噛
得
剛
…
十
↓
ハ
年
九
月
羅
臼
。
r
（
晶
濁

　
略
）
知
紹
興
府
鮭
鱒
琶
申
。
　
（
中
略
）
掬
淳
朴
…
十
七
年
為
始
、
侮
歳
以
十
万
匹
為

　
額
。
（
中
略
）
減
額
既
定
、
然
後
難
均
敷
之
法
。
自
評
等
至
五
等
、
各
瞥
見
管
田

　
産
経
界
、
紐
計
聴
力
、
…
例
薄
恥
。
　
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
七
七
）
も
後
に
実
施

　
さ
れ
た
。

⑳
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
柳
田
節
子
氏
、
〃
宋
代
の
丁
税
み
（
東
洋
史
研
究
・
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門門折吊銭をめぐる一考察（梅原）

　
二
〇
ノ
一
…
）
八
頁
を
参
照
。

⑳
　
建
前
三
年
三
廻
十
四
日
。
澗
断
雪
山
身
上
王
並
等
鷺
。
昨
嘉
穂
本
路
遂
州
・
今

　
年
食
発
上
供
和
買
夏
脱
紬
絹
・
共
計
　
百
一
十
七
万
七
千
八
薫
四
匹
、
令
人
揮
毎

　
匹
折
納
価
銭
二
貫
文
足
・
計
帳
百
五
万
九
千
二
百
二
十
八
貫
一
説
一
十
文
雀
。
未

　
山
回
降
指
揮
，
。
縁
上
件
価
銭
、
委
是
酌
中
、
難
以
増
滅
。
今
来
購
買
夏
霞
物
寓
起

　
催
条
限
逼
近
。
若
前
期
行
下
州
県
、
即
可
如
期
、
便
得
腰
銭
、
以
助
国
用
。
詔
依

　
上
件
条
誘
起
発
。
（
会
要
・
食
貨
竃
八
ノ
一
三
）

⑫
　
紹
興
元
年
正
月
二
十
臼
。
戸
部
侍
郎
盈
庚
雷
。
乞
将
紹
興
元
年
・
爾
漸
合
発
夏

　
頭
重
買
紬
媚
絹
、
除
減
免
井
進
奉
外
、
淵
細
姻
帽
本
沸
巴
・
共
一
ザ
田
六
万
四
一
千
五
L
T
匹
、
拝

　
　
半
、
依
例
折
雛
野
景
・
毎
延
両
貫
文
足
。
傍
令
逐
州
、
将
合
折
数
、
於
第
五
等

　
入
戸
全
折
、
余
恵
均
於
四
等
人
戸
内
折
納
。
磁
器
下
戸
。
従
之
。
　
（
会
要
・
食
貨

　
三
八
ノ
～
三
）
な
お
食
貨
志
布
携
、
雨
朝
盗
政
・
呼
子
で
は
、
蕎
六
十
万
匹
と
な

　
っ
て
い
る
。

⑳
　
紹
興
元
年
閥
月
二
十
五
日
。
戸
部
言
。
両
漸
東
西
路
・
今
案
各
（
角
倉
）
目
上

　
供
紬
絹
懸
綿
、
已
依
指
揮
．
依
例
一
半
折
丁
価
霜
起
発
外
、
欲
将
其
岨
路
合
発

　
緕
綿
紬
絹
、
並
半
折
通
見
銭
。
紬
絹
毎
疋
折
二
貫
文
省
・
懸
毎
両
二
百
文
省
線
毎

　
両
二
百
文
省
、
計
置
軽
欝
金
胴
飼
発
。
傍
令
遂
前
軍
巡
合
折
数
回
、
於
第
五
箏
人

　
芦
全
折
、
余
数
均
蟻
蜂
四
等
以
上
入
戸
。
従
之
。
（
会
議
・
食
貨
六
四
ノ
ニ
八
）

　
こ
の
記
菓
は
要
録
・
巻
四
三
で
は
詔
薄
書
諸
路
上
供
紬
絹
・
半
折
見
縄
三
千
。
と

　
要
約
さ
れ
て
い
る
し
、
両
朝
憲
政
・
巻
九
で
も
網
紬
の
折
価
は
三
千
と
な
っ
て
い

　
る
。
会
要
の
い
う
二
貫
文
省
は
前
門
の
二
貫
週
足
よ
り
も
は
る
か
に
安
く
、
葡
後

　
関
係
か
ら
考
え
て
こ
れ
は
三
貫
文
省
の
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。
省
銭
は
七
十
七
銭
を

　
百
文
ど
す
る
か
ら
、
三
貫
文
省
は
足
纏
二
貫
三
薫
程
度
に
相
当
す
る
。
ま
た
こ
こ

　
の
綿
締
の
価
格
に
も
誤
ま
り
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
。

⑳
　
囎
川
で
折
｛
弓
田
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
紹
興
二
十
六
年
八
月
二
十
四
日
。

　
上
五
識
輔
翼
田
。
前
日
景
廃
上
殿
論
、
川
中
折
混
織
太
重
、
絹
｛
匹
之
直
、
私
下

　
不
及
五
千
、
警
官
佑
則
取
二
千
、
（
会
盟
・
食
貨
七
〇
ノ
四
五
V
に
よ
っ
て
も
証

　
明
で
き
る
。
但
し
閥
川
は
、
南
宋
時
代
、
政
治
．
経
済
的
に
、
東
南
地
方
と
鋼
飼

　
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
本
稿
で
も
、
こ
の
地
域
の
折
工
銭
に
は
ふ
れ
ぬ
こ
と
と

　
す
る
。

鈴
　
紹
興
二
十
年
二
月
二
十
八
日
。
広
南
西
路
提
点
刑
獄
公
事
路
彬
醤
。
静
江
府
昭

　
州
夏
葛
折
撫
銭
、
最
重
縮
減
州
。
山
鼠
紹
興
五
年
・
庶
路
軍
事
都
督
行
府
…
時
措

　
麗
、
毎
疋
折
納
価
銭
、
此
旧
増
及
一
倍
以
上
。
自
後
沿
襲
、
依
数
折
納
。
　
（
会

　
要
・
食
貨
七
〇
ノ
四
二
）
、
そ
の
ほ
か
、
朝
野
雑
詑
・
聯
・
巻
一
瞬
、
広
西
折
布

　
銭
の
条
な
ど
。

⑳
　
紹
興
元
年
正
月
葦
囲
。
薩
龍
愛
染
鼎
灘
鎮
撫
使
兼
知
鼎
州
程
畠
寓
、
依
前
知
鼎

　
州
・
主
管
湖
西
安
撫
使
公
事
。
（
中
略
）
又
賦
鼎
州
清
戸
漁
預
買
折
脚
銭
六
万
絡
。

　
自
是
等
為
例
。
　
（
要
録
・
巻
四
一
）
同
じ
こ
と
は
宋
史
食
貨
志
・
布
錦
に
も
み
え

　
る
が
、
要
録
の
割
注
で
は
、
昌
寓
科
鼎
田
沼
黒
和
預
買
繋
接
穂
五
万
五
千
九
酉
纒
、

　
以
購
察
兵
。
他
霞
紫
不
見
。
今
以
紹
興
二
十
九
年
十
二
月
壬
申
・
凌
承
夏
所
奏
、

　
修
入
。
と
あ
ま
り
自
信
の
な
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

⑳
　
両
漸
・
江
南
の
各
州
軍
が
、
大
凡
ど
の
程
度
の
折
吊
銭
を
だ
し
て
い
た
か
は
、

　
後
の
注
鐙
に
ひ
く
繋
年
要
録
の
記
事
で
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
え
ぬ

　
州
軍
で
も
、
両
越
路
で
い
え
ば
、
越
州
・
明
麗
・
台
州
は
そ
れ
ぞ
れ
嘉
泰
会
稽
志

　
・
宝
慶
照
明
志
・
嘉
定
赤
城
志
に
よ
っ
て
折
吊
銭
の
存
在
が
知
ら
れ
、
温
州
は
宋

　
会
要
の
乾
瓢
七
年
工
期
十
四
日
（
食
貨
七
〇
ノ
六
四
）
、
婆
州
は
同
じ
く
紹
興
六
年

　
十
二
月
十
叢
薄
（
食
貨
七
〇
ノ
三
八
）
の
各
条
、
江
南
路
で
い
え
ば
、
総
州
は
宋

　
会
要
の
紹
興
四
年
八
月
十
九
臼
（
食
貨
六
闘
ノ
三
〇
、
要
録
な
ら
巻
七
九
）
、
箔
州

　
は
同
じ
く
紹
興
二
十
一
年
八
月
七
難
（
食
貨
閤
四
ノ
三
）
の
各
条
に
よ
っ
て
各
々

　
す
べ
て
折
隅
銭
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
ら
れ
る
。
・

鰺
、
紹
興
閥
年
十
月
甲
午
。
初
級
江
膝
皿
悉
早
落
吊
銭
。
用
戸
部
侍
郎
梁
汝
嘉
請
也
。

　
是
購
行
都
月
露
銭
酉
余
万
絡
、
且
撰
発
軍
馬
、
財
経
所
従
黒
。
故
令
罠
輸
紬
全
折
、

　
輪
畠
者
半
折
、
見
銭
毎
催
五
千
二
菖
省
。
折
戸
銭
自
日
銀
霞
。
汝
嘉
等
又
謂
、
江

　
漸
懸
並
折
見
銭
、
綿
半
折
銭
。
遍
路
谷
委
漕
臣
一
貴
、
計
綱
起
発
、
赴
行
在
。
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（
要
録
・
巻
八
一
）

麟
紹
興
三
年
五
月
二
十
五
欝
。
両
漸
繭
路
賞
二
胡
蒙
欝
。
　
（
中
略
）
芦
蔀
尋
下
両

　
灌
転
運
司
、
君
了
得
。
今
年
合
鍵
夏
懸
鼻
買
物
吊
、
依
奉
三
月
三
日
聖
旨
、
内
両

　
漸
七
分
本
色
・
三
分
折
壁
。
其
価
銭
先
令
第
五
等
入
山
、
蟹
行
折
納
。
如
有
折
納

　
不
足
数
目
、
　
職
人
A
叩
第
四
洋
物
…
P
折
納
。
（
ム
筑
緬
久
・
食
貨
六
四
【
ノ
ニ
九
）
。
な
臥
湘
朱
史

　
食
貨
志
・
獅
吊
参
照
。

⑳
紹
興
西
面
十
一
月
　
日
。
詔
。
下
降
指
揮
、
漸
漸
州
県
、
来
年
合
納
夏
山
瀦
買

　
耐
細
莞
爾
、
　
並
行
折
納
藤
野
。
　
紳
風
口
棚
以
十
分
為
率
、
折
紬
…
五
分
。
　
（
ム
ム
要
・
食
貨
六

　
四
ノ
ヨ
一
）

⑳
　
例
え
ば
、
紹
興
西
年
八
月
乙
未
。
　
（
前
略
）
慣
洪
州
和
田
、
藁
八
分
輪
正
色
、

　
二
分
毎
鯖
折
鋳
銭
三
千
。
（
要
録
・
巻
七
九
）

⑫
　
紹
興
十
一
年
七
月
七
田
。
臣
僚
言
。
昨
降
指
揮
、
諮
江
漸
州
衆
昆
戸
折
納
折
畠

　
銭
、
以
十
分
為
率
、
紬
折
二
分
・
伽
羅
三
分
・
綿
折
五
分
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇

　
ノ
三
九
）
、
岡
じ
日
付
け
で
要
録
は
、
蝉
折
六
分
置
絹
豆
苗
分
・
綿
折
五
分
（
巻

　
　
四
一
）
と
す
る
。
次
注
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
以
後
、
紬
の
折
銭
率
は
八
割
が
標

　
準
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
も
紬
折
二
分
は
紬
折
八
分
と
す
べ
き
を
逆
に
譲
い

　
た
か
、
或
い
は
要
録
が
正
し
い
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

騨
　
隆
照
ハ
一
見
年
正
日
月
エ
十
山
ハ
臼
。
麹
鵠
。
江
漸
　
諸
州
軍
、
ム
偶
発
」
∴
供
紬
一
膳
綿
年
高
捌
、
除

　
進
奉
外
、
将
夏
税
職
工
買
灌
衣
、
以
分
数
折
納
工
銭
、
補
助
経
賓
。
　
（
中
略
）
既

　
面
臣
僚
雷
。
ま
年
所
折
分
数
、
嘗
以
十
分
為
率
、
内
調
折
三
分
（
食
貨
七
〇
作

　
二
）
・
笹
折
八
分
・
綿
折
五
分
。
（
会
要
・
食
貨
一
〇
ノ
一
七
）
、
紹
熈
五
年
九
月

　
十
四
厳
。
激
。
人
戸
夏
税
無
罪
絹
内
、
夢
合
納
本
色
二
分
・
折
工
銭
八
分
、
絹
合

　
納
本
色
七
分
折
雛
銭
三
分
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
八
五
）
、
隣
じ
こ
と
は
嘉
定
三

　
年
九
月
二
十
五
日
。
（
会
要
・
食
貨
六
八
ノ
｝
九
）
で
も
言
わ
れ
て
い
る
。

⑭
　
紹
興
躍
年
十
月
十
九
日
。
戸
部
侍
郎
梁
暗
索
欝
。
毎
月
経
費
合
用
銭
一
百
余
万

　
貫
、
兼
調
発
軍
馬
、
所
用
倍
多
。
理
当
馬
面
立
見
。
今
網
羅
、
以
江
南
合
紬
夏
税

　
和
買
紬
、
並
行
折
紬
。
内
二
分
、
毎
疋
碧
天
四
貫
、
余
八
分
折
銭
六
貫
。
絹
以
十

　
分
為
率
、
折
紬
脳
五
分
、
　
内
二
分
偏
簿
匹
折
銭
四
貫
、
　
鴛
一
分
折
鳩
観
論
ハ
僻
八
、
　
（
下
略
）
（
ム
ム

　
要
・
食
貨
三
八
ノ
一
七
）
こ
れ
は
注
鰺
と
内
容
的
に
同
一
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
し

　
く
無
銭
額
が
示
さ
れ
て
い
る
。
平
均
す
れ
ば
要
録
の
欝
う
五
貫
二
百
省
に
な
ろ
う
。

　
な
お
朝
野
雑
記
・
甲
・
巻
｝
四
、
．
東
灘
折
呂
銭
参
照
。

”
⑳
　
紹
興
ゐ
1
七
年
・
九
月
二
十
・
六
日
。
尚
勲
拍
雀
き
口
。
江
漸
甲
粥
軍
、
見
鍮
…
勲
脳
折
目
馬
銭
。
瞬

　
立
甑
銭
、
比
之
時
緬
納
轟
、
．
兼
逐
路
土
産
物
臨
不
｝
。
霧
転
調
下
思
於
聞
弁
。
乃

　
切
蘭
。
両
煮
転
船
囲
・
毎
疋
減
作
七
型
以
文
、
内
和
開
一
時
作
山
目
口
ハ
五
藩
論
、
綿
毎
論
い
鶴
作

　
四
百
文
。
江
申
醗
｛
果
西
路
紬
幅
嗣
毎
疋
減
作
六
欝
∵
又
、
綿
毎
爾
減
作
＝
聯
日
文
。
函
日
紹
翻
ハ

　
十
八
年
為
始
。
鋤
詔
。
金
逐
路
転
運
司
、
酌
度
州
軍
嵐
産
多
寡
、
均
援
分
数
、
務

　
令
均
被
実
恵
、
働
具
数
箇
躁
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
四
　
）

茜
　
紹
興
二
十
九
年
五
月
己
来
。
中
讃
門
下
霜
奏
。
江
三
盛
路
所
信
折
鵬
銭
、
地
理

　
遙
遠
、
欲
就
近
梧
管
、
補
填
軍
用
。
　
（
中
略
）
盲
嚢
当
路
折
醜
銭
歳
為
鴛
百
七
十

　
三
万
余
繕
、
並
試
行
都
。
至
是
始
紅
鱒
之
、
以
備
軍
摺
。
（
要
録
・
巻
一
八
二
）

・
蔓
多
　
隆
一
興
皿
兀
ん
干
正
月
二
十
・
滝
壷
。
注
⑳
に
続
い
て
、
依
此
拘
偲
隅
、
歳
供
銭
六
｝
田
余
万

　
貫
。
と
あ
る
。

鰺
　
爾
北
宋
を
通
じ
た
概
観
は
、
【
欝
我
部
静
雄
氏
が
〃
宋
代
の
財
政
一
般
”
（
宋
代

　
財
政
史
所
収
）
で
行
っ
て
お
ら
れ
る
。

⑳
　
玉
海
・
巻
帯
八
十
五
、
紹
興
会
計
録
。
（
前
略
）
十
和
初
国
落
月
費
九
十
五
万
。

　
紹
興
三
年
月
費
一
擶
六
十
万
。
今
以
前
興
初
霞
率
、
通
一
歳
計
之
、
園
家
支
費
計

　
一
千
五
養
二
十
万
。
岡
じ
く
乾
道
度
支
都
籍
。
乾
道
四
年
六
月
。
度
支
郎
趙
不
敵

　
言
。
今
　
歳
内
外
入
用
之
数
、
大
概
五
千
五
覚
書
絡
有
奇
。
そ
の
ほ
か
朝
野
雑
記
・

　
甲
・
巻
［
四
、
畷
初
露
量
熈
天
下
歳
紋
数
。
溺
に
曾
我
蔀
前
掲
書
三
八
貰
参
照
。

⑳
　
建
炎
二
年
八
月
辛
未
。
徽
鍬
懇
待
制
江
爾
等
銘
翻
置
発
運
試
提
領
措
鶯
東
南
茶

　
塩
押
揚
巻
、
遷
徽
鉱
山
直
学
士
。
以
措
愚
母
緒
也
。
（
中
略
）
自
揚
複
躍
壱
州
（
州

　
或
作
江
）
鷺
照
臨
、
　
門
破
叩
入
唐
山
窟
百
｝
力
蝿
帽
。
　
（
要
録
・
巻
一
　
｝
）

⑪
　
但
し
こ
れ
は
網
掛
も
含
む
の
か
も
し
れ
ぬ
。
紹
興
五
年
八
月
丙
午
。
　
（
前
略
）

　
虫
年
収
凝
塊
香
銭
共
二
千
四
t
　
芳
組
紐
故
也
。
（
要
録
・
巻
九
二
）
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⑫
　
紹
興
六
年
八
肩
。
是
月
切
㎎
。
縮
㎝
貨
三
務
山
脚
耳
環
　
千
・
一
二
吾
万
維
、
許
推
賞
。
山
人

　
率
撰
銭
居
十
之
八
、
茶
居
其
…
、
香
馨
雑
収
又
居
其
一
。
　
《
原
注
、
二
十
四
年
、

　
収
二
千
山
ハ
十
ム
カ
有
奇
◎
　
瓢
　
十
二
年
、
収
二
千
…
百
哨
血
十
よ
ハ
丁
刀
鈴
蘭
。
（
下
略
）
〉

　
（
要
録
・
巻
一
〇
週
）

籐
　
要
録
・
巻
一
七
に
ひ
く
、
紹
興
末
の
茶
引
銭
総
額
二
否
七
十
万
繕
に
、
乾
道
三

　
年
三
月
癸
丑
立
額
の
塩
息
銭
二
千
四
蕎
万
欝
を
加
え
る
。

⑭
　
経
舗
銭
・
総
理
銭
は
、
平
凡
数
ア
ジ
ア
歴
史
竣
典
（
中
嶋
敏
氏
執
筆
）
参
照
。

　
そ
の
額
は
、
朝
野
雑
記
甲
集
・
巻
　
五
、
経
総
噸
銭
額
に
よ
れ
ば
、
南
家
は
じ
め

　
一
千
百
二
十
万
貫
、
紹
乱
丁
に
は
千
四
百
幽
十
万
貫
で
あ
り
、
更
に
病
訴
要
に
よ

　
る
と
、
乾
浅
瀬
八
年
に
は
、
千
・
七
百
二
十
五
万
冊
鼓
、
噺
浮
課
目
六
年
に
は
一
千
－
五
菖
一
力
貫

　
（
い
ず
れ
も
黒
川
買
六
四
ノ
…
〇
二
、
　
　
〇
五
）
と
な
っ
て
い
る
。

⑯
　
例
え
ば
前
注
⑳
。
も
っ
と
も
葉
適
の
よ
う
に
、
折
嘉
言
始
、
以
兵
興
絹
大
踊
、

　
棄
十
余
千
。
而
朝
廷
又
方
乏
規
。
於
是
計
臣
創
為
折
島
。
其
説
日
、
寛
民
蒲
利
公
。

　
（
水
心
文
集
。
巻
四
、
財
総
論
）
と
鯛
の
面
に
ウ
諜
イ
ト
を
綴
こ
う
と
す
る
入
も

　
あ
る
。
折
吊
銭
蕊
、
難
難
之
初
、
物
価
踊
貴
、
令
下
戸
折
壁
、
務
以
之
優
也
。

　
（
要
録
・
巻
　
七
二
、
紹
興
二
十
六
年
二
月
甲
午
）
も
岡
じ
方
向
で
あ
る
。

⑳
玉
取
・
巻
一
八
五
、
蔵
元
会
計
録
、
（
前
略
）
渡
江
之
初
、
連
年
用
兵
。
月
支

　
猶
不
出
八
十
万
。
比
年
月
支
百
二
十
万
。
大
略
官
俸
愚
草
二
一
、
吏
禄
十
之
二
、

　
兵
康
十
豪
強
。

⑰
　
宮
臨
一
市
｛
疋
氏
、
　
〃
五
代
野
木
初
の
通
貨
問
題
”
七
三
頁
以
降
。

⑱

年
　
度

　　　　　　紹
　　　　　　興
三十
十一薫三三二Pt一

軍
団

劉
光
世

韓
饗
清

霊
光
投

劉
光
世

韓
世
忠

齢
懸

江
　
東

現

銭

　
　
十
六
万
貫

　
　
＋
　
重
量

　
二
十
二
万
繕

　
二
十
七
万
細

　
　
十
　
万
絡

十
二
・
二
万
縦

（
年
）
八
百
万
繕

（
年
）
七
百
万
纈

米
　
　
一
要
録

三
万
餓

五
千
石

万
閤
千
五
百
魁

（
年
）
八
十
万
鯖

（
年
）
七
＋
万
石

百百
八三六六六五四四
十十十十十十十十
燭九八六蕪五五五

⑱
　
（
前
略
）
羅
馬
軍
行
司
移
屯
雌
蝶
、
連
営
醸
成
、
軍
民
憧
憧
、
聚
彼
貿
易
、
市

　
廊
一
階
以
繁
「
盛
、
財
｛
刀
［
疋
U
以
倍
輸
。
　
（
其
繭
由
文
碓
爪
・
巻
軸
、
奏
痴
乙
為
江
寧
県
城
｛
購

　
瘤
居
上
代
輸
和
買
状
）
は
そ
の
「
証
左
。

⑳
　
た
と
え
ば
圏
川
か
ら
の
布
猷
…
は
、
天
確
閤
年
閏
十
二
月
庚
午
。
　
（
前
略
）
又
勘

　
会
、
緒
締
利
蔓
路
州
軍
・
毎
年
買
納
紬
絹
続
綿
、
除
応
翻
映
西
河
東
京
西
州
軍
及

　
本
路
州
軍
衣
賜
支
遣
外
、
余
有
剃
数
、
即
上
京
緑
野
。
元
不
発
椿
定
数
目
。
毎
年

　
自
制
娼
、
水
路
起
発
獅
吊
六
十
六
万
疋
。
（
下
略
×
続
資
治
逓
鑑
長
繍
・
巻
九
六
）
、

　
両
瀧
地
方
か
ら
の
布
鵬
は
、
熈
寧
七
年
三
肩
庚
戌
［
。
爾
漸
察
肌
砂
沈
浮
言
。
両
灌
上

　
供
舗
、
年
額
九
十
八
万
。
　
（
畏
編
・
巻
二
五
一
）
を
あ
げ
て
お
く
。
　
　
　
㌻

⑪
　
大
中
祥
符
八
年
七
月
。
認
。
井
州
置
場
、
中
買
軍
人
所
給
衣
賜
。
初
言
旗
藩
称
。

　
弁
州
軍
衣
、
歳
給
絹
四
万
余
疋
、
並
自
京
二
月
。
如
鮒
、
軍
中
得
之
、
懇
以
貿
易

　
土
絶
。
起
今
、
如
有
職
中
売
入
官
寺
、
覇
権
給
養
千
二
百
文
。
　
（
会
要
・
食
貨
六

　
贋
ノ
一
九
）

働
　
加
薩
…
繁
氏
、
　
〃
爾
…
宋
特
代
に
於
け
る
銀
の
流
通
並
に
銀
と
会
子
と
の
関
係
に
つ

　
い
て
”
（
支
那
経
済
史
考
証
下
所
収
）

⑬
紹
興
十
二
年
四
月
丙
戌
。
戸
呈
上
、
自
今
賜
畠
、
除
禁
中
蚕
収
茶
塩
基
及
数
外
、

　
得
旨
支
羅
色
調
、
毎
金
型
銭
四
千
。
隣
行
在
歳
用
絹
百
六
十
万
余
疋
。
銭
入
所
場
。

　
故
戸
部
以
為
諮
。
（
要
録
・
巻
一
四
五
）
、
曾
我
部
、
〃
宋
代
目
政
史
”
王
四
七
頁
。
．

［
勉
　
嘉
定
十
三
年
蕉
月
。
準
転
運
珂
備
都
省
捌
子
、
拠
…
芦
部
串
。
蠣
見
弓
蔵
掌
圧
幣

　
之
絹
、
簿
毅
巳
久
。
恐
致
陳
腐
。
歓
権
将
一
年
三
納
　
半
。
（
下
略
）
（
嘉
定
赤
城

　
士
心
・
巻
一
六
）

運
座
一
7
5
元
年
十
…
月
八
摂
。
臣
製
革
。
左
蔵
束
庫
毎
遇
支
敬
諸
軍
首
繰
締
春
冬
衣

　
賜
、
始
縁
経
常
数
劉
不
敷
、
戸
部
遂
約
所
嗣
数
、
相
婿
難
場
取
買
、
以
備
支
遣
。

　
然
場
中
皿
買
、
多
是
庫
中
請
娼
之
絹
、
十
二
於
窟
、
不
知
経
二
二
納
　
。
又
況
牙

　
倫
投
売
盤
牲
下
色
。
乞
下
戸
部
、
日
毎
置
合
支
散
大
軍
衣
賜
、
及
諸
斑
合
午
兵
級

　
等
人
所
諸
（
諸
当
作
請
）
多
潜
、
随
宜
以
分
数
、
分
折
支
軸
会
。
毎
匹
依
逐
年
立

　
定
中
等
降
車
為
率
。
不
特
可
以
革
工
場
平
絹
之
弊
、
得
絹
而
欲
売
、
亦
以
為
便
也
。
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戸
部
指
定
、
欲
従
所
詮
、
下
所
属
、
将
諸
軍
謀
議
等
処
合
支
網
臨
、
候
二
見
両
処

　
所
請
数
屠
、
随
宜
措
鷺
。
密
来
年
嚇
衣
帯
始
、
合
支
色
額
、
折
支
施
行
、
更
日
置

　
場
載
買
。
蛋
是
宗
室
等
生
日
支
賜
、
井
非
漣
賞
賜
絹
綿
、
亦
農
業
今
降
指
揮
下
穿
、

　
依
此
随
宜
折
支
施
行
、
従
之
。
参
酌
下
欄
二
色
、
薫
紙
折
支
。
閣
具
。
　
、
年
例

　
雑
史
網
約
一
万
二
千
八
百
余
習
、
欲
金
行
折
支
。
e
、
宗
室
生
日
六
千
余
匹
、
聖

　
節
生
辰
御
宴
楽
人
支
賜
五
千
二
百
余
匹
、
三
年
｛
次
大
井
合
法
賞
給
数
内
三
門
【

　
千
九
蒼
余
匹
、
百
官
約
　
万
五
千
余
匹
、
欲
於
内
一
半
折
支
本
色
。
0
、
諸
司
局

　
所
等
約
一
万
穴
千
九
首
【
余
匹
、
欲
全
行
折
支
ゆ
　
｝
、
不
測
酬
例
外
、
非
澁
准
雷
萬
玉
肥

　
会
要
袈
政
冊
宝
、
井
官
員
騰
贈
等
応
干
雑
支
、
約
一
万
八
千
余
匹
、
欲
全
行
軍
支
。

　
論
議
従
今
来
駈
申
、
照
市
価
盛
会
子
折
（
或
有
脱
誤
）
施
行
。
如
約
度
庫
管
、
有

　
磁
土
之
数
、
働
旧
工
場
法
買
。
（
会
要
・
食
貨
五
一
ノ
；
一
）

趣
　
乾
期
四
年
四
月
。
詔
。
諸
路
州
府
受
納
税
賦
、
潮
磁
極
漏
出
分
留
会
勺
銑
胸
懸

　
忽
。
銭
必
成
文
、
金
銀
成
銭
、
綱
布
成
尺
、
粟
成
勝
、
続
綿
戒
両
、
薪
蕎
成
束
。

　
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
三
）

⑰
　
開
宝
八
年
竃
月
。
詔
。
承
前
民
主
税
、
其
紬
綱
不
成
匹
者
、
令
三
五
戸
、
聚
合

　
成
匹
送
納
、
頗
為
煩
擾
。
自
今
紬
不
満
半
匹
、
綱
不
満
一
匹
、
許
計
丈
尺
、
納
価

　
銭
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
三
）

働
諸
税
租
、
本
芦
布
吊
不
成
端
距
、
米
穀
不
成
升
、
締
豊
肥
浄
写
、
柴
萬
不
成
東
、

　
聴
欝
欝
月
実
直
上
価
懸
銭
。
瀬
与
別
戸
合
妙
・
納
本
色
春
、
聴
。
銭
不
墨
摺
、
亦

　
聴
合
紗
送
納
。
　
（
巻
四
七
）
こ
れ
は
前
注
の
開
宝
八
年
の
詔
が
成
文
化
さ
れ
た
も

　
の
と
思
わ
れ
る
が
、
詔
。
州
県
受
納
人
本
税
網
、
其
不
成
端
匹
考
、
毎
疋
並
以
一

　
証
文
足
折
価
、
従
便
独
妙
送
納
。
　
（
淳
熈
六
年
二
月
十
八
臼
）
と
か
漁
網
指
揮
、

　
第
四
第
五
等
人
芦
、
不
成
端
島
崎
零
税
絹
、
許
折
納
価
銭
。
詔
。
如
人
戸
護
照
較

　
納
本
色
者
、
聴
従
其
便
。
　
（
同
年
食
置
十
七
日
。
い
ず
れ
も
会
要
食
貨
七
〇
ノ
七

　
二
）
な
ど
か
ら
み
て
懸
銭
が
建
前
で
実
物
納
が
例
外
的
の
よ
う
に
受
取
れ
る
。

鐙
　
黄
氏
日
紗
・
巻
七
五
、
乞
照
戸
部
元
行
折
絹
累
物
解
由
省
状
。
　
（
前
略
）
契
勘

　
本
州
（
撫
州
）
歳
解
絹
三
万
二
千
二
百
八
匹
。
例
解
本
色
二
万
一
千
匹
、
自
余
一

　
万
｝
千
二
落
八
匹
、
多
是
疇
愛
書
納
、
折
解
価
銭
。
近
金
蓮
朱
郎
中
、
為
撫
州
之

　
日
、
毎
匹
折
解
十
八
界
官
会
二
十
四
貫
。

⑳
　
宣
和
三
年
四
月
二
十
七
羅
。
…
μ
部
欝
。
知
嚢
州
辛
議
奏
。
　
（
中
略
）
臣
今
販
会

　
到
本
州
僑
郭
一
県
人
戸
数
内
、
　
万
四
千
五
百
一
戸
、
各
聴
納
夏
歯
面
一
尺
。
若

　
人
人
買
妙
、
即
是
四
十
戸
口
納
絹
一
距
。
合
買
紗
四
十
捌
。
通
合
納
期
三
百
六
十

　
二
言
二
丈
一
尺
。
（
中
略
）
其
実
三
県
、
亦
多
子
下
戸
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
ニ

　
六
）

⑪
　
所
謂
合
帯
就
整
者
、
乱
入
猜
馨
之
家
（
会
要
・
食
貨
六
四
ノ
九
〇
）
や
、
晦
零

　
多
躍
為
県
道
之
利
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
九
〇
）
な
ど
。

鐙
　
紹
面
汚
二
十
六
年
九
周
研
巳
謳
木
。
右
正
牽
口
凌
折
纂
繭
。
諸
路
州
県
、
将
人
一
戸
騎
．
吉
報
鞘
祖
、

　
依
旧
過
数
科
催
。
如
納
絹
一
寸
、
便
令
納
「
尺
。
穀
米
　
勺
、
便
令
納
一
升
。
疑

　
輸
十
九
之
賦
、
而
官
無
一
県
評
増
。
利
専
私
室
、
怨
帰
以
上
。
　
（
要
録
・
巻
一
七

　
四
）

趣
　
紹
興
二
十
七
年
六
月
丁
酉
。
（
前
略
）
上
訓
謂
宰
胡
執
日
。
朕
當
繭
心
之
、
合
索
・
就
整
、

　
此
懇
甚
善
。
十
戸
謬
論
、
窟
司
先
勝
由
子
与
論
頭
。
若
即
時
墨
入
、
剣
十
戸
無
擾
。

　
不
然
、
恐
妙
頭
収
蔵
由
子
、
不
法
欝
照
。
比
至
窟
催
緊
急
、
衆
戸
不
霊
再
論
。
此

　
貧
驚
所
以
滋
照
。
（
要
録
・
巻
一
七
七
）

⑭
　
周
藤
…
吉
之
氏
・
飾
縄
州
県
の
職
役
と
軍
吏
の
発
展
・
第
三
章
第
二
節
（
宋
代
経

　
済
史
研
究
所
収
）
、
　
爾
米
の
耗
米
と
倉
吏
・
曲
淵
と
の
関
係
（
鈴
木
俊
教
授
還
暦

　
記
念
菓
洋
史
論
叢
所
属
）

⑳
　
一
例
を
ひ
け
ば
、
紹
興
鐙
十
二
年
五
月
二
十
｝
日
。
　
（
前
略
）
縁
百
姓
僻
居
郊

　
野
、
鷺
流
湊
成
端
覆
。
付
之
撫
戸
、
縫
取
価
直
。
是
納
丁
（
身
揃
踏
）
之
家
、
難

　
聞
納
本
色
、
　
甘
六
聖
パ
坪
7
折
鳩
践
無
醐
異
。
　
（
ム
ム
麗
外
・
食
貨
晶
ハ
山
ハ
ノ
七
）
。

趣
　
淳
照
元
年
二
月
十
九
臼
。
認
。
湖
州
管
下
民
戸
身
丁
銭
綱
、
多
是
湊
成
端
疋
。

　
例
書
付
之
魏
戸
、
要
以
重
価
。
可
従
業
便
、
折
納
見
銭
。
令
州
県
自
行
買
絹
、
解

　
発
上
盤
。
（
会
要
・
食
貨
穴
六
ノ
「
五
）
は
直
接
に
は
身
玉
絹
の
場
合
で
あ
る
が
、

　
両
税
爾
零
に
も
あ
て
は
め
て
大
過
あ
る
ま
い
。
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⑳
　
銭
納
で
は
な
い
が
、
悪
道
元
年
五
重
罵
臼
。
詔
。
流
白
州
軍
、
毎
歳
人
戸
合
納

　
二
底
物
畠
等
、
内
温
台
処
徽
州
、
係
不
通
水
路
去
処
。
依
指
揮
、
許
人
戸
依
立
定

　
分
数
、
並
飲
銀
折
端
。
　
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
五
六
）
は
、
憐
じ
ケ
ー
ス
に
於
け

　
る
銀
納
の
例
と
し
て
注
意
さ
れ
よ
う
。
な
お
紹
興
二
年
置
月
十
｝
羅
（
遮
蔽
・
食

　
貨
六
四
ノ
閃
［
七
）
参
辛
贋
。

磯
嘉
定
鶯
年
閏
九
月
二
十
二
既
。
隠
国
界
。
露
見
、
嘉
定
之
始
、
福
州
守
翫
、
以

　
長
渓
県
表
面
絶
遠
、
睦
限
酸
嶺
、
海
急
呈
濃
、
斑
芦
輪
薪
、
駿
鞍
蝦
蹴
。
諮
潅
木

　
磯
節
管
茄
額
、
悉
細
民
芦
、
就
県
折
納
価
銭
。
県
以
民
右
折
納
之
銭
、
解
白
州
。

　
州
以
県
解
之
銭
、
鱗
米
補
数
、
以
供
用
。
　
（
会
要
・
食
貨
六
八
ノ
…
九
）
文
献
通

　
考
・
巻
翫
、
・
支
移
折
変
．
。

穣
　

紹
躍
…
旧
年
十
∴
月
六
R
門
。
知
臨
安
府
謝
深
義
燈
残
。
盤
渉
…
赫
城
研
樹
化
一
二
県
秋
蒲
、
　
並

　
折
納
時
栖
。
木
製
優
銀
山
郷
人
芦
。
と
か
、
嘉
定
七
年
＋
一
月
二
＋
八
懸
。
（
前

　
略
）
篇
見
。
翠
雲
県
本
門
邑
・
所
産
之
米
転
漕
水
比
津
、
導
管
米
並
舞
納
価
銭
。

　
（
黙
黙
・
食
貨
七
〇
ノ
八
一
、
一
一
〇
）
な
ど
。

⑳
　
紹
興
十
・
六
扇
ヰ
七
拷
二
十
ふ
一
日
。
…
確
発
遣
辞
州
注
希
日
動
…
肖
。
本
州
靭
風
発
卜
淋
供
出
く
麦
、

　
後
地
屠
由
僻
、
蝦
蟹
男
運
。
欲
乞
権
碧
南
鷹
、
折
納
価
銭
、
起
発
。
内
願
納
本
色

　
旛
、
聴
。
橋
之
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
四
　
）

⑪
　
前
駆
⑥
砂
参
照
。

㊧
　
届
書
五
年
五
月
。
詔
。
館
聞
、
諸
路
漕
運
使
、
多
念
刻
於
属
。
以
官
銭
為
羨
余
、

　
入
助
三
司
経
費
。
又
高
館
夏
秋
麦
禾
諸
物
、
抑
人
戸
、
転
糞
詰
銭
。
並
禁
絶
之
。

　
（
会
要
・
食
貨
閥
九
ノ
一
五
）

⑳
　
淳
熈
九
年
九
月
十
三
霞
。
明
堂
赦
。
民
間
合
納
淫
売
秋
津
。
飯
野
、
州
難
不
遵

　
蹉
尺
、
挫
牲
大
折
価
銭
。
致
令
人
並
、
難
於
輸
納
。
笄
将
購
零
物
吊
、
高
島
価
、

　
却
牲
他
処
、
賎
価
収
買
、
以
穣
剰
利
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
七
三
）

⑭
　
噛
挿
頭
…
四
年
十
－
一
月
山
ハ
睡
。
距
僚
嵩
爵
。
ム
ヲ
歳
墾
縄
捻
。
州
梨
為
日
知
虫
不
価
廉
平
、
抑
ム
¶

　
入
戸
、
折
銭
送
納
。
計
所
輸
之
直
、
過
於
誉
既
遠
甚
。
罠
聞
反
以
為
患
。
と
か
、

　
乾
出
照
年
四
鍔
十
↓
ハ
R
【
。
臣
僚
蕾
開
。
園
明
朝
征
賦
、
　
止
是
夏
霞
仙
杁
苗
。
軍
－
興
以
榊
氷
、

　
耳
標
折
畠
和
上
。
隠
州
軍
不
憧
。
多
頭
夏
税
秋
菰
、
大
半
野
暮
佑
折
、
却
於
他
州

　
㎝
貝
備
絹
、
　
以
馬
上
供
之
数
。
（
会
要
・
食
貨
七
〇
ノ
六
・
九
、
　
五
九
）
を
あ
げ
て
お
く
。

⑳
　
慶
元
条
法
事
類
・
巻
照
七
、
受
納
税
租
。

⑳
　
北
宋
時
代
の
国
家
財
政
と
貨
幣
と
の
関
係
慧
、
古
く
、
日
野
瀕
三
郎
氏
が
〃
北

　
宋
時
代
に
於
け
る
貨
幣
経
済
の
発
達
と
国
家
財
政
と
の
関
係
に
就
い
て
の
一
考

　
察
”
（
歴
史
学
研
究
工
ノ
四
）
の
中
で
多
く
の
数
字
を
あ
げ
て
考
証
さ
れ
て
い
る
。

⑰
　
日
野
開
三
番
目
〃
北
宋
縛
伐
に
於
け
る
銅
鉄
蹄
の
鋳
造
額
に
就
い
て
〃
（
史
学
雑

　
誌
四
六
ノ
一
）
、
富
崎
衛
定
、
（
年
代
宋
初
の
通
貨
闘
題
）

⑱
　
注
⑳
⑳
参
照
。

⑲
　

例
え
ば
笹
掻
平
、
　
楽
全
集
・
巻
二
烈
、
賄
副
免
役
銭
蝋
創
エ
」
、
軍
士
、
　
煕
寧
四
［
年
六

　
月
庚
由
」
の
上
嘗
（
長
編
・
巻
二
二
四
）
蘇
皿
轍
、
元
祐
元
年
五
月
単
調
の
上
醤
（
長

　
編
・
巻
王
七
七
）
な
ど
。
涯
爾
地
方
出
身
の
官
僚
（
主
と
し
て
新
法
党
）
と
、
華

　
託
、
四
川
出
身
の
宮
僚
（
主
と
し
て
瞬
法
党
）
と
は
、
根
本
的
に
貨
幣
経
済
に
対

　
す
る
認
識
の
し
か
た
が
異
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま

　
た
江
南
に
お
け
る
よ
り
南
ひ
ろ
く
深
い
貨
幣
の
浸
透
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

⑳
　
嘉
定
七
年
三
月
二
十
九
日
。
臣
僚
翼
。
落
涙
、
銭
蹴
浮
島
、
禰
責
之
斑
輸
。
粟

　
吊
幽
於
民
、
而
窟
或
無
取
。
則
農
之
余
粟
、
女
之
余
布
、
将
構
所
用
。
平
地
無
鋼

　
海
、
私
家
無
銭
姫
、
銭
又
何
従
蒲
得
哉
。
今
民
之
輸
官
与
其
所
以
自
浅
春
、
悉
以

　
銭
為
重
。
瀬
野
以
銭
、
茶
塩
以
銭
、
葡
豆
叢
説
。
向
時
給
之
銭
爺
和
買
物
吊
潔
、

　
今
銭
不
復
給
而
反
責
其
銭
、
是
猫
可
也
。
酒
酷
之
施
於
官
軍
、
雰
銭
不
養
。
蕎
物

　
之
征
於
官
蕊
、
非
銭
不
行
。
坊
落
窪
渡
瀬
蕪
蒸
、
門
関
学
庫
之
二
塁
、
無
一
高
以

　
銭
得
之
。
所
謂
穀
粟
筑
州
、
窃
衣
食
之
外
、
出
馬
税
本
色
思
事
諜
者
可
用
耳
。

　
（
ム
ム
要
・
食
貨
｛
ハ
八
ハ
ノ
ニ
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
志
社
大
学
尊
師
V
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been　a　representative　businessman　of　the　period　and　a　beginner　of

the　Mifeatas．味方氏，鋤e　most　famous　Yamanuslzi山主in　Sado　thro－
ughout　three　centuries；and　that　of　the　operation　of砺arimabu割間歩，

the　largest　mine　ill　the　flourishing　period，　calledαソa－mabu親聞歩of

the　Aifeawa　Mines　developed　by　the　haRd　of　leshige．

Clzeh－p2－ts’ien折畠銭in　the　Nan－SZtng南宋Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Kaoru　Umehara

　　The　coMmercial　development　during　the　Sung　dynasty　which　lasted

from　the　tenth　to　the　thirteenth　century　was　so　conspicuous　that　inany

historians　1ias　tacldecl　this　problem　frona　various　viewpoints．　The

ubiquitous　inoney　economy　in　this　period　has　been　well　1〈nowR　to　the

researchers　and　the　statistical　studies　were　coneributed．　some　df　which
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

were，　however，　rather　superficial．　Mor．eover，　nothing　has　been　done

about　how　the　money　economy　was　developing　and　what　a　role　it

played　in　making　the　Chinese　history　as　a　whole．　The　comparative

study　of　history　is　another　point　that　we　have　．to　take　into　consi－

deration．

　　These　are　the　problems　that　needs　time　to　solve，　and　aR　attempt

w・as　macle　in　this　article　to　illustrate　sonae　o’f　tlie’ 奄獅唐狽奄狽浮狽奄盾獅≠戟@aspects

of　che　z－pa？一ts’ien折門門system　that　is　the　partial　payment　of　hsia－sizui

夏型which　consisted　liang．shui両税tmder　the　Nang．sung　regi卑e，

師

Foundatlons　of　Urban　Developmeltt　in　the　Latei一　Edo　Pel‘iod

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tadashi　Muto

　　A　ehange　in　coml）ination　of　cities　with　various　demensions　of　region

around　them　stands　in　close・relation　with　the　development　of　cities．

The　function　of　cities　as　a　regional　center　depends　largely　en　such　a

change．

　　In　this　article，　we　specialize　the　relation　between　．such　a　region　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（477）


